
論題

著者

掲載誌

ISSN

刊行年月

判型

0910-9730

JIS-B5 (182mm × 257mm)

1989 年（平成元年）3 月

神奈川県立博物館研究報告―人文科学―　第 15 号

幕末・明治初期の在留清国人取締関係資料について
　―外務省記録『条約未済国及清国人取締方参考書』―

岩壁義光



〔
解
題
一

一

、

は

じ

め

に

筆
者
は
『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
十
四
号
に
お
い
て
日
清
戦
争

期
に
一
方
の
戦
闘
当
事
国
人
民
と
な
っ
た
在
留
清
国
人
が
如
何
に
取
り
扱
わ
れ

た
か
を
知
る
た
め
、
在
日
米
国
総
領
事
報
告
を
紹
介
し
た
。
今
回
は
、
在
留
情

国
人
関
係
史
料
の
第
二
段
と
し
て
明
治
初
期
の
在
留
清
国
人
取
締
関
係
史
料
を

紹
介
し
た
い
。

二
、
幕
末
・
明
治
初
期
の
条
約
未
済
国
人
取
締
問
題
（
史
料
概
容
）

史
料
名
に
あ
る
条
約
未
済
国
人
と
は
、
こ
こ
で
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
条

約
締
結
国
以
外
の
条
約
締
結
前
の
外
国
人
民
を
指
し
て
い
る
が
、
開
港
以
後
そ

の
代
表
的
存
在
は
清
国
人
で
あ
り
明
治
に
至
っ
て
も
そ
の
事
実
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
。

詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
い
わ
ゆ
る
安
政
の
五
カ
国
条
約
締
結
以
後
、
英
・

米
両
国
を
中
心
と
し
て
開
港
場
に
は
欧
米
貿
易
商
人
が
上
海
や
香
港
な
ど
か
ら

〈
史
料
紹
介
〉

幕
末
・
明
治
初
期
の
在
留
情
国
人

取

締

関

係

史

料

に

つ

い

て

ｌ
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光

渡
来
し
た
が
、
彼
等
は
中
国
貿
易
で
情
国
人
の
手
腕
を
高
く
評
価
し
買
弁
や
事

務
員
と
し
て
、
さ
ら
に
サ
ー
バ
ン
ト
や
料
理
人
な
ど
と
し
て
多
数
を
随
伴
し
未

知
の
開
港
場
に
来
航
し
た
。
当
時
、
幕
府
と
清
国
と
の
間
に
は
条
約
関
係
が
な

か
っ
た
た
め
、
本
来
的
に
は
清
国
人
が
清
国
人
と
し
て
来
日
し
開
港
場
に
住
み

着
く
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
締
盟
各
国
の
商
人
は
日
本
官
憲
に

対
し
て
清
国
人
を
飽
く
ま
で
自
国
民
と
し
て
主
張
し
て
上
陸
さ
せ
た
た
め
、
幕

府
は
こ
れ
に
対
し
て
条
約
上
か
ら
居
留
地
へ
の
在
住
を
拒
め
ず
具
体
的
な
対
処

が
出
来
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
上
は
米
英
領
事
が
主
張
し
た
よ

（

１

）

う
に
「
一
季
雇
之
者
」
、
す
な
わ
ち
一
時
雇
の
労
働
者
で
あ
っ
た
た
め
解
雇
き

れ
れ
ば
条
約
上
の
在
留
根
拠
を
失
う
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
不
安
定
な
情

国
人
の
状
態
に
拍
車
を
駆
け
た
の
は
雇
用
主
の
帰
国
で
あ
っ
た
。
来
日
し
た
欧

米
各
国
商
人
が
す
べ
て
順
調
な
商
業
活
動
を
営
め
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事

業
に
失
敗
し
帰
国
し
た
商
人
は
成
功
者
を
遙
か
に
上
回
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。
こ
う
し
た
営
業
に
失
敗
し
た
欧
米
商
人
は
帰
国
す
る
に
際
し
て
随
伴

し
て
き
た
清
国
人
を
開
港
場
に
置
き
去
り
と
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
清
国
人
た
ち
は
入
国
時
に
は
条
約
国
人
と
し
て
所
属
し
た
雇

主
の
国
の
法
律
下
に
置
か
れ
た
が
、
雇
主
を
失
っ
た
後
は
文
字
ど
お
り
条
約
未

済
国
人
と
し
て
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
横
浜
は
、
長
崎
が
福
建
省
を

中
心
と
し
て
伝
統
的
な
中
国
商
人
の
居
住
地
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
商
人

よ
り
も
下
働
き
や
料
理
人
を
主
と
し
て
い
た
広
東
省
出
身
者
が
比
較
的
多
か
つ

（

２

）

た
た
め
、
こ
う
し
た
彼
等
を
如
何
に
取
り
扱
う
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い

た
。

各
国
外
交
団
は
清
国
人
に
代
表
き
れ
る
条
約
未
済
国
人
に
関
し
て
は
、
基
本
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的
に
は
日
本
人
同
様
に
神
奈
川
奉
行
が
そ
の
法
度
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
り
、
裁

判
執
行
に
つ
い
て
は
神
奈
川
奉
行
を
援
助
す
る
と
い
う
名
目
で
各
国
領
事
が
立

会
う
か
、
ま
た
は
清
国
人
雇
主
の
領
事
の
み
が
裁
判
に
立
会
う
と
い
っ
た
変
則

的
な
方
法
を
原
則
的
に
認
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
成
文
化
さ
れ
、
一
応
の
規

則
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
の
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
一
月
に
制
定
さ
れ

（

３

）

た
「
横
浜
外
国
人
居
留
地
取
締
規
則
」
の
第
四
条
で
あ
っ
た
。
第
四
条
は
「
横

浜
居
留
地
又
は
神
奈
川
港
内
に
居
住
す
る
支
那
人
或
は
条
約
未
済
の
外
国
人
取

締
向
竝
に
刑
法
は
、
神
奈
川
奉
行
よ
り
右
取
締
役
存
寄
を
尋
ね
、
且
外
国
コ
ン

シ
ュ
ル
ヘ
も
相
談
の
上
可
取
計
事
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
在
留

清
国
人
お
よ
び
条
約
未
済
国
人
は
神
奈
川
奉
行
の
裁
判
管
轄
権
下
に
置
か
れ
、

神
奈
川
奉
行
は
「
取
締
役
」
す
な
わ
ち
神
奈
川
奉
行
の
指
揮
下
に
あ
る
外
国
人

取
締
役
と
外
国
領
事
の
忠
告
と
援
助
を
得
て
清
国
人
お
よ
び
条
約
未
済
国
人
を

取
り
締
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

神
奈
川
奉
行
は
先
述
し
た
よ
う
に
幕
府
の
法
度
に
よ
っ
て
清
国
人
お
よ
び
条

約
未
済
国
人
を
取
り
締
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
彼
等
の
所

在
実
態
を
掌
握
す
る
た
め
外
国
人
取
締
役
長
官
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ド
ー
メ
ン
の
名

（

４

）

で
取
締
の
規
則
を
発
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
規
則
は
、
清
国
人
お
よ
び
条
約

未
済
国
人
に
対
し
て
居
留
地
取
締
局
に
出
頭
し
手
数
料
を
支
払
い
名
籍
に
記
載

（

５

）

す
る
こ
と
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
名
籍
記
載
と
手
数
料
の
支
払
い
は

条
約
未
済
国
人
を
一
般
町
民
と
し
て
す
な
わ
ち
日
本
人
と
同
様
に
取
り
扱
う
方

向
を
一
方
で
は
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
他
方
で
は
官
憲
が
開
港
場
に

お
け
る
条
約
未
済
国
人
を
可
能
な
限
り
個
別
的
に
掌
握
し
て
い
こ
う
と
す
る
指

向
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
性
格
を
濃
厚
に
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
在
留
清
国
人
を
中
心
と
し
た
条
約
未
済
国
人
取
締
形
態
は
、
開
港
場
に

お
け
る
実
質
的
な
対
外
的
関
係
の
経
験
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
明
治
政
府
に
そ

の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
神
奈
川
奉
行
の
採
用
し
た
こ
の
形
態
は
各
開
港

場
判
事
が
外
務
省
に
回
答
し
て
い
る
よ
う
に
形
成
の
過
程
か
ら
考
え
て
み
て
も
、

横
浜
の
外
国
人
居
留
地
を
あ
く
ま
で
も
対
象
と
し
て
適
応
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
中
央
集
権
国
家
と
し
て
誕
生
し
た
明
治
政
府
に
と
っ
て
は
、
こ
れ

を
全
国
に
通
用
す
る
法
律
と
し
て
再
編
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
各
開

港
場
に
お
い
て
条
約
未
済
国
人
の
取
締
方
法
及
び
規
則
が
区
々
相
違
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
中
央
集
権
国
家
と
し
て
の
対
面
を
保
持
し
得
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
横
浜
を
全
国
の
開
港
場
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
横
浜
で

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
を
全
国
に
適
用
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
兵
庫
、
長
崎
な
ど
か
ら
横
浜
の
規
則
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ

と
は
各
地
の
実
状
に
合
わ
な
い
と
し
て
反
対
が
起
こ
り
、
政
府
は
旧
慣
を
調
査

す
る
必
要
を
実
感
し
近
世
か
ら
続
く
長
崎
の
清
国
人
取
扱
状
況
の
調
査
に
乗
り

出
し
た
。
そ
の
一
方
、
徳
川
政
権
下
で
対
中
国
貿
易
を
独
占
し
て
き
た
長
崎
に

対
し
て
外
交
交
渉
が
中
央
国
家
で
あ
る
明
治
政
府
の
専
権
で
あ
る
旨
を
通
知
し

て
い
る
こ
と
は
、
地
方
と
中
央
に
存
在
し
た
明
治
初
期
の
外
交
交
渉
に
関
す
る

意
識
の
ズ
レ
を
示
す
事
実
と
し
て
興
味
深
い
。

~
さ
て
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
雇
主
を
失
う
と
在
留
の
清
国
人
た
ち
は
条
約
未

済
国
人
と
し
て
開
港
場
に
取
り
残
さ
れ
、
個
々
の
居
留
欧
米
人
の
家
屋
か
ら
も

離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
状
況
が
出
現
し
た
。
こ
う
し
た
人
々
は
新
開

地
に
集
中
す
る
の
が
一
般
的
な
動
向
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
横
浜
の
場
合
は
新
田

埋
め
立
て
に
よ
る
造
成
が
最
も
遅
れ
た
横
浜
新
田
地
域
に
徐
々
に
集
中
し
、
後
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日
の
南
京
町
（
中
華
街
）
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

生
活
手
段
か
ら
弾
き
出
き
れ
た
清
国
人
の
中
に
は
賭
博
行
為
に
走
っ
た
り
阿
片

吸
飲
の
悪
習
に
酔
っ
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
幕
末
か
ら
明
治
期
を

通
じ
て
清
国
人
が
日
本
社
会
に
も
た
ら
す
問
題
と
し
て
常
に
疎
ま
れ
た
の
は
こ

の
二
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
紹
介
す
る
史
料
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
居

留
地
の
急
速
な
発
展
の
陰
で
社
会
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
情
国
人
に
対
し
、

本
来
彼
等
を
保
護
し
取
り
締
ま
る
べ
き
居
留
地
取
締
官
が
彼
等
に
博
突
場
の
営

業
を
保
証
す
る
代
償
と
し
て
賄
賂
を
強
い
て
い
る
形
跡
も
濃
厚
で
、
居
留
地
内

で
展
開
さ
れ
た
清
国
人
間
の
軋
礫
や
条
約
未
済
国
人
で
あ
る
が
故
に
置
か
さ
れ

た
弱
者
の
実
態
の
一
面
を
覗
く
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
犯
罪
を
犯
し
た
条
約
未
済
国
人
の
内
で
死
罪
以
下
の
者
た
ち
は
禁

固
の
後
香
港
等
へ
追
放
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
の
追
放
に

際
し
て
は
船
長
か
ら
「
請
合
之
証
書
取
候
而
巳
」
で
特
に
送
り
状
に
相
当
す
る

書
類
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
条
約
未
済
国
人
の
犯
罪
前
歴
者
が
再
渡

航
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
意
味
か
ら
全
身
写
真
を
撮
影
し
て
日
本
か
ら
追
放
し
、

「
犯
罪
之
始
末
相
記
各
港
江
相
達
置
再
来
候
ハ
、
当
罰
を
加
へ
」
再
度
香
港
等

へ
追
放
す
る
よ
う
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
期
に
入
っ
て

も
犯
罪
を
犯
し
た
在
留
清
国
人
は
一
般
的
に
日
本
の
刑
法
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ

（

６

）

た
が
、
太
政
官
札
の
偽
札
製
造
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
「
竹
溪
贋
札
事
件
」
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
条
約
未
済
国
人
の
死
刑
は
「
御
国
人
同
様
伺
之
上
取
計
」
ら

わ
れ
る
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
死
刑
よ
り
も
軽
い
刑
罰
の
犯
罪
者
に
対

し
て
は
「
御
国
人
同
様
之
律
を
以
手
限
二
て
御
答
等
申
付
」
る
こ
と
が
慣
例
と

な
っ
て
お
り
、
問
題
が
複
雑
で
「
難
決
分
は
其
時
々
相
伺
」
以
外
は
通
常
各
国

領
事
の
立
会
い
の
下
で
開
港
場
の
管
轄
官
庁
に
一
任
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
こ

の
領
事
立
会
い
は
外
国
側
に
と
っ
て
も
日
本
側
に
と
っ
て
も
煩
わ
し
か
っ
た
よ

う
で
、
死
刑
以
下
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
領
事
の
立
会
い
を
廃
止
す
る
方
向
が
検

討
き
れ
た
が
、
英
仏
両
領
事
は
従
来
の
慣
例
を
重
視
し
刑
罰
が
死
刑
以
上
以
下

を
問
わ
ず
、
条
約
未
済
国
人
の
裁
判
は
す
べ
て
領
事
立
会
の
下
で
実
施
さ
れ
る

よ
う
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
情
国
人
を
中
心
と
す
る
条
約
未
済
国

人
取
り
扱
い
に
関
し
て
、
明
治
政
府
の
中
央
集
権
国
家
と
し
て
の
確
立
と
並
行

し
て
次
第
に
各
開
港
場
に
お
け
る
措
置
に
統
一
制
が
無
い
こ
と
へ
の
批
判
を
高

め
て
、
明
治
四
年
に
「
日
清
修
好
条
規
」
が
締
結
さ
れ
た
の
を
契
機
に
統
一
的

取
締
規
則
制
定
へ
の
動
き
が
生
ま
れ
て
い
く
。
し
か
し
同
条
規
が
清
国
領
事
館

設
置
ま
で
日
本
側
が
在
留
清
国
人
管
轄
の
責
務
を
代
行
す
る
こ
と
を
規
定
し
て

い
た
た
め
、
結
果
的
に
各
開
港
場
は
清
国
領
事
館
開
設
ま
で
幕
末
の
慣
習
を
継

続
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
求
め
ら
れ
た
の
が
全
国
統
一
の
清
国
人
統

轄
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
清
国
人
民
統
轄
規
則
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ

を
改
編
し
た
「
清
国
人
民
籍
牌
規
則
」
で
あ
る
。
本
史
料
は
こ
う
し
た
日
本
に

お
い
て
統
一
的
な
清
国
人
統
轄
規
定
制
定
前
に
展
開
さ
れ
た
近
代
日
本
胎
動
期

の
対
清
国
人
民
対
応
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
実
を
現
在
に
伝
え
て

く
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
史
料
を
充
実
す
る
上
か
ら
も
次
号
以
降
、
外
務
省
記

録
『
在
留
清
国
人
民
籍
牌
規
則
竝
二
実
施
一
件
』
ほ
か
各
地
開
港
場
に
お
け
る

在
留
情
国
人
関
係
史
料
を
紹
介
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

三
、
史
料
構
成
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本
史
料
は
外
務
省
外
交
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
る
外
務
省
記
録
「
条
約
未
済
国

及
清
国
人
取
締
方
参
考
書
」
（
史
料
番
号
３
１
９
１
４
１
４
）
で
あ
る
。
該
史

料
は
本
来
編
集
目
録
番
号
第
壱
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
の
文
書
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
史
料
紹
介
で
は
第
壱
号
は
割
愛
し
た
。
そ
の
理
由

は
紙
面
に
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
同
号
史
料
の
参
考
部
分
は
『
続
通

信
全
覧
』
「
類
聚
之
部
」
「
規
則
門
」
に
編
纂
さ
れ
た
「
各
港
滞
留
条
約
未
済
外

国
人
処
分
一
件
」
（
以
下
「
処
分
一
件
」
と
略
す
）
の
部
分
的
抜
粋
で
あ
り
、

ま
た
「
処
分
一
件
」
は
ご
く
一
部
を
除
い
て
全
文
が
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編

⑮
（
近
代
・
現
代
５
）
「
渉
外
」
に
「
情
国
人
そ
の
他
条
約
未
済
国
人
取
扱
方

の
件
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
新
た
に
再
掲
載
す
る
意
味
が
無
い
と

考
え
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
次
に
第
壱
号
文
書
の
本
文
の
み
を
掲
載
す
る

に
止
め
、
そ
の
後
に
参
考
文
書
と
「
処
分
一
件
」
文
書
の
対
応
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

（
往
翰
）

十
二
月
十
三
日
差
越

中
將
（
東
久
世
通
禧
）

民

部

（

町

田

五

位

）

範
蔵
（
山
口
範
蔵
、
の
ち
尚
芳
）

貞
助
（
南
貞
（
介
）
助
）

第
壹
號
、
神
奈
川
縣
判
事
へ
條
約
未
濟
外
國
人
竝
支
那
人
取
締
同
港
規
則
書

送

致

ス

ヘ

キ

旨

ノ

往

翰

明

治

元

年

十

二

月

十

三

日

小
一
郎
（
宮
本
小
一
郎
）

修
理
介

貞

之

介

當

一

御
書
状
致
拝
見
候
然
者
條
約
未
濟
國
人
竝
支
那
人
取
締
之
儀
二
付
各
國
公
使
打

合
濟
規
則
書
御
雇
外
國
人
勤
向
と
も
委
細
可
申
遣
旨
御
申
越
之
趣
承
知
い
た
し

則
別
冊
書
類
罵
取
差
遣
候
間
委
細
右
一
一
而
御
承
知
有
之
度
候
此
段
御
報
申
入
候

荘

蔵

（

都

築

荘

蔵

）

弾

正

（

岡

本

弾

正

）

岩

雄

（

遠

藤

岩

雄

）

貞

之

介

當

一

條
約
未
濟
國
人
竝
支
那
人
取
締
之
儀
ニ
付
各
國
公
使
打
合
濟
二
而
取
極
候
規
則

書
竝
御
雇
外
國
人
勤
向
と
も
い
さ
い
取
調
急
速
御
さ
し
越
可
成
候
右
者
今
般
各

港
と
も
御
地
之
規
則
を
以
取
極
候
積
二
付
至
急
之
覧
用
二
有
之
候
間
書
類
罵
取

方
等
御
手
繰
有
之
度
趣
候
此
段
申
入
候
也

明
治
元
年
十
二
月
十
二
日

外

国

官

判

事

神

奈

川

縣

判

事

御

中

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

（
返
翰
）

十
二
月
廿
三
日

中
將
（
東
久
世
通
禧
）

民

部

（

町

田

五

位

）

小

一

郎

（

宮

本

小

一

郎

）

貞

助

（

南

貞

（

介

）

助

）

修

理

介

荘

蔵

（

都

築

荘

蔵

）

弾

正

（

岡

本

弾

正

）

小
一
郎
（
宮
本
小
一

修
理
介

弾
正
（
岡
本
弾
正
）

岩
雄
（
遠
藤
岩
雄
）
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也

明

治

元

年

十

二

月

廿

三

日

外
國
官
判
事
御
中

最
後
に
前
掲
「
第
壱
號
」
後
半
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
と
「
処
分
一

件
」
掲
載
文
書
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
○
数
字
は
「
第
壱
號
」

に
掲
載
き
れ
た
参
考
文
書
の
順
番
で
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
記
し
た
文
書
名
は

「
処
分
一
件
」
の
文
書
目
録
に
表
記
さ
れ
た
文
書
名
で
あ
る
。
ま
た
文
書
名
の

あ
と
の
表
記
は
「
処
分
一
件
」
第
一
冊
か
ら
第
四
冊
ま
で
の
時
代
別
目
録
中
の

掲
載
順
序
を
示
し
、
〈
〉
は
複
数
収
録
の
場
合
の
順
番
を
示
し
て
い
る
（
例
え
ば

二
‐
冒
‐
貝
己
は
、
第
二
冊
目
の
慶
応
元
年
の
目
録
の
第
一
号
文
書
の
第
一
番

目
に
掲
載
き
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
Ｂ
は
文
久
、
Ｇ
は
元
治
を
示
す
）
。

①
同
廿
八
日
條
約
未
濟
國
ノ
旅
客
等
便
船
着
港
上
陸
ノ
者
虚
置
方
法
外
國
奉

行
ョ
リ
神
奈
川
奉
行
二
諮
問
ノ
往
復
書
（
元
治
元
年
）
二
‐
国
土

②
十
月
十
二
日
閣
老
ョ
リ
英
公
使
一
一
送
ル
ヘ
キ
條
約
未
濟
外
國
人
虚
分
ノ
書

翰

按

英

書

記

官

ョ

リ

來

ス

ノ

來

翰

（

元

治

元

年

）

二

‐

日

出

〈

後

半

の

み

〉

③
十
二
月
三
日
條
約
未
濟
國
人
ノ
虚
置
神
奈
川
奉
行
ノ
意
見
諮
問
ス
ヘ
キ
旨

外

國

奉

行

ノ

上

申

（

元

治

元

年

）

二

‐

日

上

④
正
月
十
八
日
英
公
使
ノ
來
タ
セ
シ
閣
老
ノ
書
翰
按
神
奈
川
奉
行
ノ
申
議

（

慶

応

元

年

）

二

‐

ご

‐

貝

己

一
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
一

（
参
考
文
書
略
）

神
奈
川
縣
判
事

⑤
正
月
十
八
日
英
公
使
ノ
來
タ
セ
シ
閣
老
ノ
書
翰
按
神
奈
川
奉
行
ノ
申
議

（

慶

応

元

年

）

二

‐

固

‐

貝

＄

⑥
三
月
日
欠
長
崎
滞
留
ノ
支
那
人
検
束
方
法
同
所
奉
行
ノ
上
申

（

文

久

二

年

）

二

‐

閏

‐

』

Ｃ

ｌ

＄

（
付
１
）
二
月
廿
六
日
英
公
使
ョ
リ
閣
老
ニ
支
那
人
等
ノ
上
陸
ヲ
禁
ス
ル

ハ
政
府
ノ
威
權
内
二
在
レ
ハ
決
定
公
報
ア
ラ
ハ
各
港
岡
士
二
命

シ

船

將

二

告

ケ

シ

ム

ヘ

シ

ト

ノ

來

翰

（

万

延

元

年

）

一

‐

三

』

凸

（
付
２
）
二
月
十
八
日
閣
老
ョ
リ
英
佛
米
蘭
公
使
字
岡
士
二
外
國
奉
行
ョ

リ
瑞
葡
岡
士
二
各
港
滞
留
ノ
條
約
未
濟
國
人
退
去
サ
セ
シ
ム
ル

ノ

虚

置

等

商

議

依

頼

ノ

書

翰

（

慶

応

元

年

）

二

‐

冒

由

（
付
３
）
同
上
本
文
略
（
た
だ
し
「
元
治
元
年
」
と
誤
記
？
）

（
付
４
）
廿
五
日
柴
田
日
向
守
瑞
西
「
リ
ン
ト
ウ
」
ト
對
話
書

（

慶

応

元

年

）

二

‐

冒

山

（
付
５
）
三
月
十
三
日
英
公
使
ョ
リ
閣
老
二
條
約
未
濟
國
人
ノ
虎
分
ハ
本

國

政

府

ノ

命

ヲ

得

サ

レ

ハ

虚

置

シ

難

ク

夫

マ

テ

ハ

皇

國

裁

判

所

二
附
属
セ
シ
メ
各
國
岡
士
ヲ
助
手
ト
ナ
ス
好
カ
ル
ヘ
シ
ト
公
告

書

按

添

へ

申

陳

ノ

來

翰

（

慶

応

元

年

）

二

‐

己

‐

食

ご

（
付
６
）
同
十
五
日
米
公
使
ョ
リ
閣
老
二
同
上

（

慶

応

元

年

）

二

‐

冒

改

（
付
７
）
同
廿
日
佛
公
使
ョ
リ
閣
老
二
同
上
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．
⑨
以
下
は
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
編
集
史
料
目
録
件
名
と
内
容
が
相
違
：

⑨
四
月
十
三
日
閣
老
ョ
リ
英
公
使
二
前
件
來
意
異
存
ナ
シ
各
港
奉
行
二
下
命

ス
ヘ
ケ
レ
ハ
其
國
人
二
告
示
且
佛
公
使
二
演
達
等
ヲ
請
フ
ト
ノ
返
翰

（

文

久

元

年

）

一

‐

冒

農

⑩
同
（
４
月
）
廿
四
日
佛
英
米
蘭
公
使
等
ノ
返
翰
ノ
如
ク
ニ
ハ
虚
置
シ
難
ク

暫
ク
薑
ノ
如
ク
据
置
別
紙
按
ノ
再
返
翰
ヲ
送
り
然
ル
ヘ
シ
ト
神
奈
川
奉
行

ノ
申
議
、
閣
老
ョ
リ
ノ
返
翰
按

（

慶

応

元

年

）

三

‐

【

岸

匡

ｃ

ｌ

ｇ

⑪
外
國
奉
行
ノ
申
議

（

慶

応

元

年

）

二

‐

【

岸

実

理

（
付
８
）
同
廿
一
日
蘭
公
使
ョ
リ
閣
老
二
同
上

（

慶

応

元

年

）

二

‐

冒

当

（
付
９
）
同
廿
五
日
李
岡
士
ョ
リ
閣
老
二
條
約
未
濟
國
人
ヲ
虚
分
ス
ル
ノ

權

ナ

ク

皇

國

政

府

ノ

ミ

其

任

ア

レ

ト

モ

寛

裕

二

虚

置

ス

ヘ

シ

ト

ノ

來

翰

（

慶

応

元

年

）

二

‐

国

土

⑦
四
月
二
日
佛
英
米
蘭
公
使
字
岡
士
ノ
返
翰
同
旨
ニ
テ
神
奈
川
奉
行
各
岡
士

卜
商
議
シ
規
則
決
定
ス
ベ
キ
ノ
下
命
ヲ
請
上
且
同
奉
行
最
前
ノ
申
議
モ
ア

レ
ハ
尚
意
見
諮
調
ア
ル
ヘ
シ
ト
外
國
奉
行
ノ
上
申

（

慶

応

元

年

）

三

‐

旨

‐

貝

己

⑧
神
奈
川
奉
行
二
指
令
按

（

慶

応

元

年

）

三

‐

【

早

貝

等

神

奈

川

奉

行

二

指

令

按

（

慶

応

元

年

）

三

‐

固

‐

巨

命

１

ｓ

⑫
七
月
七
日
閣
老
ョ
リ
英
佛
米
蘭
公
使
二
條
約
未
濟
國
人
検
束
ノ
規
則
各
岡

士
ト
商
議
決
定
ス
ヘ
キ
旨
神
奈
川
奉
行
二
令
セ
シ
ヲ
以
テ
其
岡
士
ニ
モ
告

示
尚
注
意
ヲ
モ
請
フ
ト
ノ
書
翰
（
慶
応
元
年
）
三
‐
固
‐
底

⑬
同
八
日
閣
老
ョ
リ
李
岡
士
二
條
約
未
濟
國
人
検
束
ノ
規
則
注
意
ノ
旨
趣
ア

レ
ト
モ
佛
英
米
蘭
公
使
ノ
意
見
モ
ァ
リ
テ
各
岡
士
ト
商
議
ス
ヘ
キ
旨
神
奈

川
奉
行
二
令
セ
シ
ヲ
以
テ
談
判
ア
ル
ヘ
シ
ト
ノ
書
翰

（

慶

応

元

年

）

三

‐

固

‐

届

（
註
）

（
１
）
「
万
延
元
年
正
月
長
崎
奉
行
岡
部
駿
河
守
申
稟
」
（
「
各
港
滞
留
条
約
未
済
外

国
人
処
分
一
件
」
『
続
通
信
全
覧
』
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
）

（
２
）
『
横
浜
市
史
』
第
三
巻
下
八
六
四
’
八
五
頁
。
須
山
卓
ほ
か
『
華
僑
』

（

Ｎ

Ｈ

Ｋ

ブ

ッ

ク

ス

）

七

一

’

七

二

頁

（
３
）
『
法
規
分
類
大
全
』
外
交
門
四
八
一
’
八
五
頁

（
４
）
「
千
八
百
六
十
七
年
第
十
一
月
新
聞
紙
布
告
竝
支
那
人
ヘ
ノ
職
告
文
写
」
（

前

掲

「

各

港

滞

留

条

約

未

済

外

国

人

処

分

一

件

」

）

（
５
）
「
慶
応
三
年
十
一
月
当
港
在
留
支
那
人
取
締
方
之
儀
二
付
申
上
候
書
付
水

野
若
狭
守
・
依
田
伊
勢
守
宛
神
奈
川
奉
行
上
申
」
（
前
掲
「
各
港
滞
留
条
約

未
済
外
国
人
処
分
一
件
」
）
に
は
、
在
留
情
国
人
を
「
三
等
二
相
分
ケ
伴
頭

又
ハ
開
市
罷
在
候
も
の
は
壹
人
ニ
付
洋
銀
拾
五
弗
ツ
ー
職
人
等
は
洋
銀
七
弗

ッ
、
傭
主
無
之
者
竝
小
遣
等
仕
居
候
も
の
は
三
弗
ッ
、
取
立
名
前
取
調
置
何

等
不
良
之
品
所
業
有
之
節
ハ
右
取
調
候
手
續
二
随
ひ
取
締
仕
候
積
御
座
候
取

調
候
右
取
立
金
之
儀
は
別
紙
二
も
申
上
候
通
英
佛
人
捕
卒
頭
竝
捕
卒
御
雇
料

竝
諸
買
上
物
其
外
取
締
二
付
候
入
費
江
遣
佛
候
」
と
、
名
籍
手
続
き
と
手
数

料

の

関

係

を

述

べ

て

い

る

。

（
６
）
竹
溪
事
件
に
付
い
て
は
前
掲
『
横
浜
市
史
』
八
六
九
’
八
七
九
頁
。
ま
た
史

料
と
し
て
「
竹
溪
贋
札
一
件
」
言
横
浜
市
史
』
史
料
編
十
九
四
一
九
’
五
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貞

助

（

南

貞

（

介

）

助

）

印

忠

吉

（

北

代

忠

吉

）

印

荘

蔵

（

都

築

荘

蔵

）

印

修

理

介

印

弾

正

（

岡

本

弾

正

）

印

岩

雄

（

遠

藤

岩

雄

）

印

岩

司

（

石

川

岩

司

）

印

貞

之

介

印

當

一

印

主

馬

印

（
欄
外
朱
書
き
込
み
）
「
正
月
十
四
日
出
ス
」

（
本
文
）

支
那
人
其
外
條
約
不
相
濟
外
國
人
取
締
之
儀
二
付
兼
而
御
懸
合
之
趣
有
之
虚
横
濱
お
ゐ
て

別
冊
之
通
規
則
相
立
居
候
間
各
港
も
右
同
様
二
取
締
可
然
評
決
致
し
候
間
爲
御
心
得
別
冊

相
廻
し
候
委
細
ハ
横
濱
江
爲
御
聞
合
可
有
之
候
此
段
及
御
通
達
候
也

正

月

十

四

日

外

國

官

兵

庫

縣

御

中

一
、
本
稿
は
原
則
的
に
正
字
を
用
い
た
が
、
「
て
」
「
＆
」
は
「
は
」
「
に
」
と
し
た
。

二
、
各
史
料
の
「
第
何
號
・
・
・
」
と
い
う
史
料
表
題
は
、
原
本
巻
頭
に
掲
載
さ
れ

た

史

料

目

録

の

表

記

に

従

っ

た

。

三
、
各
文
書
に
（
）
で
記
載
し
た
内
容
は
筆
者
の
割
注
で
あ
る
。
ま
た
、
原
文
の
書
き

込
み
、
訂
正
は
文
書
ご
と
に
明
記
し
、
可
能
な
限
り
原
史
料
の
状
態
が
分
か
る
よ

う

に

心

掛

け

た

。

第
試
號
、
兵
庫
県
へ
支
那
人
其
外
條
約
未
濟
國
人
取
締
方
横
浜
規
則
添
各
港
同
一
二
心
得

ヘ

キ

旨

通

知

ノ

往

翰

明

治

二

年

正

月

十

四

日

針
暑
号
骨
廿
併
器
番
番
梼
廿
警
特
併
餐
秀
骨
幹
骨
汁
号
併
鈴
升
廿
骨
警
特

中
將
（
東
久
世
通
禧
）
印

町

五

位

（

町

田

五

位

）

印

小

一

郎

（

宮

本

小

一

郎

）

印

【
史
料
｝凡

例

六

頁
一

＋
十
十
＋
十
十
＋
＋
＋
＋
＋
十
十
＋
＋

第
四
號
、
長
崎
府
判
事
へ
支
那
人
取
締
同
國
上
海
道
臺
往
復
同
送
ス
ヘ
キ
旨
照
會
ノ
往
翰

明

治

二

年

二

月

四

日

附

属

・

・

長

崎

奉

行

ョ

リ

支

那

道

臺

へ

往

復

書

翰

月

日

調

書

（
書
き
込
み
）
「
二
月
四
日
出
し
濟
」

（
印
）
「
罵
濟
」

外
骨
秀
吾
芳
美
号
秀
梼
特
番
特
番
苦
汁
番
播
共
芳
井
発
筈
暑
梼
特
番
特
器
番
特
器
骨
秀

町

五

位

（

町

田

五

位

）

印

小

一

郎

（

宮

本

小

一

郎

）

印

貞

助

（

南

貞

（

介

）

助

）

忠

吉

（

北

代

忠

吉

）

印

荘

蔵

（

都

築

荘

蔵

）

印

修

理

介

印

弾

正

（

岡

本

弾

正

）

印

岩

雄

（

遠

藤

岩

雄

）

印

岩

司

（

石

川

岩

司

）

印

貞

之

介

印

當

一

印

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
正
月
廿
九
日
」

（
本
文
）

支
那
人
其
外
條
約
不
相
濟
外
國
人
取
締
之
儀
ニ
付
兼
而
御
懸
合
之
趣
有
之
虚
横
濱
お
ゐ
て

別
冊
之
通
規
則
相
立
候
間
各
港
も
右
同
様
に
取
締
可
然
評
決
致
候
間
爲
御
心
得
別
冊
相
廻

し
候
委
細
は
横
濱
江
爲
御
聞
合
可
有
之
候
と
の
御
懸
合
委
細
致
承
知
候
得
共
別
冊
は
則
過

日
御
懸
合
二
相
成
候
同
文
二
而
全
支
那
人
其
外
條
約
無
之
外
國
人
取
締
之
儀
二
付
候
向
之

書
面
二
而
は
無
之
候
二
付
御
差
返
申
候
間
左
様
御
承
知
被
下
度
尚
又
於
横
濱
取
極
相
成
候

規
則
書
勿
々
御
差
廻
有
之
度
此
段
御
報
妾
及
御
照
會
候
已
上

正

月

廿

九

日

兵

庫

縣

外

國

官

第
三
號
、
兵
庫
縣
ヨ
リ
前
件
承
諾
書
面
差
戻
シ
ノ
來
翰

明
治
二
年
正
月
廿
九
日
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主

馬

印

（
本
文
）

長

崎

府

判

事

御

中

外

國

官

判

事

支
那
人
取
締
之
儀
ニ
付
同
國
上
海
之
道
臺
方
之
返
翰
爲
相
添
御
達
書
之
趣
承
知
い
た
し
候

右
書
面
は
返
翰
之
様
二
相
見
候
間
此
方
方
被
遣
候
書
翰
罵
御
差
越
可
被
成
候
右
等
取
調
候

上
二
而
各
港
へ
可
相
達
候
一
躰
其
土
地
限
之
事
二
無
之
外
國
江
御
懸
ケ
合
相
成
候
儀
ハ
外

國
官
主
務
之
虚
一
應
之
御
相
談
も
無
之
御
取
極
二
而
ハ
不
都
合
二
付
以
後
は
支
那
等
へ
御

懸
ケ
合
之
書
面
は
前
以
御
廻
し
有
之
様
致
候
此
段
御
報
妾
及
御
懸
合
候

巳

正

月
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十

（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」
「
附
属
」

（
本
文
）

一
薑
幕
府
之
節
長
崎
奉
行
よ
り
支
那
道
臺
江
差
遣
候
雨
度
之
書
翰
爲
二
長
崎
府
方
添
書

從
來
當
府
在
留
之
支
那
人
取
締
之
儀
は
去
〃
二
月
五
日
附
二
而
到
來

壹
通
上
海
道
臺
呉
大
人
江
文
久
二
年
十
二
月
日
長
崎
奉
行
大
久
保
豊
後
守
方

壹
通
長
崎
奉
行
河
津
伊
豆
守
ｊ
慶
應
三
年
丁
卯
月
日

一

外

國

官

判

事

・

大

隈

八

太

郎

宛

長

崎

方

一
別
紙
支
那
道
臺
よ
り
之
書
翰
罵
竝
讓
書
云
々

十

二

月

廿

七

日

出

正

月

廿

日

暁

達

也

一
來
翰
明
治
元
年
戊
辰
十
二
月
上
海
道
臺
方

一
長
崎
府
在
留
之
支
那
人
江
布
令
書
罵

一
同
在
留
外
國
岡
士
江
判
事
よ
り
達
嶌

一

外

務

省

御

中

長

崎

縣

元
禄
以
降
支
那
人
當
港
二
お
ゐ
て
犯
科
之
も
の
は
其
罪
云
々

~

巳

十

月

壹
冊
伺
と
も
往
復
五
通

唐
國
上
海
道
臺
へ
書
翰
差
遣
候
儀
二
付
奉
伺
候
書
付

大

久

保

豊

後

守

（

忠

恕

）

當
夏
中
唐
國
上
海
之
模
様
竝
商
法
等
之
儀
云
々

第
五
號
、
長
崎
縣
へ
前
件
原
文
同
送
ス
ヘ
キ
旨
ノ
往
翰

明

治

二

年

十

二

月

三

日

（
付
茎
）

「
此
道
臺
ヨ
リ
差
越
候
書
ノ
返
翰
ヲ
宣
嘉
在
勤
中
遣
シ
タ
リ
此
返
書
ノ
蔦
モ
ト
リ
ョ
セ
可

申
事
」

（
欄
外
書
き
込
み
）
十
二
月
三
日
達
ス

（
欄
外
印
）
「
爲
濟
」

骨
持
汁
特
番
讐
秀
秀
普
秀
砦
讐
餐
芳
井
器
芳
井
番
外
井
升
特
特
番
持
廿
讐
特
骨

卿

印

大

丞

印

大

録

大

輔

印

權

大

丞

印

少

録

少

丞

印

史

生

權

少

丞

印

（

本

文

）

（

ゴ

チ

ッ

ク

は

書

き

込

み

）

長

崎

縣

御

中

外

務

省

支
那
道
臺
へ
之
往
復
書
翰
先
日
御
さ
し
越
之
虚
別
紙
同
治
七
年
戊
辰
三
月
日
と
相
認

有
之
書
翰
は
讓
文
計
り
二
而
源
文
無
之
然
ル
ー
急
速
入
用
之
事
有
之
候
間
右
罵
早
々
御

さ
し
越
可
成
候

一
別
紙
書
翰
支
那
か
さ
し
越
候
二
付
猶
澤
外
務
卿
殿
御
地
在
勤
中
返
書
被
差
候
由
右
源

文
鐸
文
と
も
御
さ
し
越
可
成
候

一
右
道
臺
方
返
書
之
本
書
ハ
何
レ
も
御
収
蔵
之
事
と
存
候
追
而
入
用
之
儀
も
可
有
之
候

間
御
取
調
置
可
成
候

一
從
來
唐
船
入
津
之
節
兼
而
奮
幕
府
之
節
相
渡
置
候
勘
合
印
照
合
責
買
さ
し
許
候
手
續

只
今
ハ
廃
絶
二
可
有
之
候
得
共
右
之
儀
い
さ
ゐ
致
承
知
度
古
キ
書
付
類
も
有
之
不
残
御

爲
取
之
上
御
ざ
し
越
可
成
候
右
ハ
今
般
支
那
通
信
御
用
取
鯛
二
付
追
々
必
用
相
成
候
二

右
書
類
左
之
通
表
題
相
記
宮
本
少
丞
へ
差
出

十

一

月

廿

日

薑

幕

府

之

節

長

崎

奉

行

方

支

那

道

臺

江

往

復

書

類
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第
七
號
、
長
崎
府
判
事
へ
從
來
同
府
於
テ
在
留
ノ
支
那
人
取
締
向
竝
往
復
書
翰
同
送
ス
ヘ

キ

旨

ノ

往

翰

明

治

二

年

十

二

月

廿

五

日

第
六
號
、
長
崎
府
判
事
へ
清
朝
官
府
ノ
文
章
二
熟
達
竝
通
辨
兼
帯
ノ
者
一
雨
人
在
勤
ス
ヘ

キ

旨

ノ

往

翰

明

治

二

年

十

二

月

十

八

日

（
書
き
込
み
）
「
元
年
長
崎
往
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

托
器
持
碁
讐
碁
特
番
器
梼
養
筈
発
仔
芳
筈
將
井
器
汁
弄
秀
特
番
秀
苦
外
芳
井
井
骨
骨
幹
秀

民

部

（

町

田

五

位

）

印

小

一

郎

（

宮

本

小

一

郎

）

印

範

蔵

（

山

口

範

蔵

、

の

ち

尚

芳

）

印

修

理

介

印

貞

助

（

南

貞

（

介

）

助

）

印

弾

正

（

岡

本

弾

正

）

印

荘

蔵

（

都

築

荘

蔵

）

印

貞

之

介

印

岩

雄

（

遠

藤

岩

雄

）

印

當

一

印

（
本
文
）

長

崎

府

判

事

御

中

外

國

官

判

事

皇
政
御
一
新
二
付
而
は
支
那
國
之
儀
隣
接
異
國
故
是
非
と
も
條
約
不
取
結
候
而
は
不
相
濟

候
間
來
春
は
早
々
右
之
事
取
調
候
積
り
就
而
は
清
朝
官
府
之
文
章
二
熟
達
い
た
し
竝
唐
通

事
兼
帯
之
も
の
一
雨
人
人
撰
之
上
東
京
在
勤
御
申
付
有
之
様
致
候
い
さ
ゐ
は
正
月
範
蔵
出

張
二
付
申
遣
候
間
左
様
御
承
知
可
有
之
候
以
上

十

二

月

十

八

日

今

十

八

日

差

出

ス

尤

山

口

範

蔵

様

参

上

候

事

（
末
尾
に
朱
に
て
付
記
）

別
紙
支
那
道
臺
か
差
越
シ
之
書
翰
罵
相
添

付
左
様
御
承
知
可
成
候
此
段
及
御
掛
合
候
也

己

十

二

月

第
八
號
、
長
崎
縣
ヨ
リ
前
件
支
那
道
臺
往
復
書
類
同
送
ノ
來
翰

明

治

三

年

正

月

日

欠

付

属

○

支

那

道

臺

往

復

書

○

支

那

通

商

照

牌

勘

合

等

ノ

手

續

竝

漢

文

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
書
き
込
み
）
「
第
八
號
」

（
欄
外
印
）
「
校
了
」

（
本
文
）

午

正

月外

務

省

御

中

長

崎

縣

奮
冬
御
申
越
之
支
那
道
臺
往
復
書
類
取
調
別
紙
差
進
候
間
御
収
入
可
被
下
候
右
之
内
澤
知

（
本
文
）

從
來
於
其
府
在
留
之
支
那
人
取
締
之
儀
は
如
何
総
括
相
成
居
候
哉
巨
細
御
申
越
有
之
度
左

候
は
支
那
往
復
書
簡
竝
支
那
之
關
係
ス
ル
書
類
御
罵
調
早
々
御
廻
し
有
之
度
至
急
取
調
相

成
候
儀
有
之
候
間
可
成
丈
差
急
御
同
答
有
之
度
早
々
申
入
候
也

極

月

廿

五

日

長

崎

府

判

事

御

中

外

國

官

判

事

（
書
き
込
み
）
「
元
年
長
崎
往
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

番
番
号
丹
番
外
番
汁
外
番
餐
井
升
升
暑
苦
暑
笑
餐
器
讐
苦
碁
特
番
暑
碁
特
番
讐
丹
芳
井
碁
暑

民

部

（

町

田

五

位

）

印

小

一

郎

（

宮

本

小

一

貞

助

（

南

貞

（

介

）

助

）

印

修

理

介

荘

蔵

（

都

築

荘

蔵

）

印

弾

正

（

岡

本

弾

正

）

弾
正
（
岡
本
弾
正
）

岩
雄
（
遠
藤
岩
雄
）

貞
之
助

當
一

主
馬

郎
）

印印印印印印印
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事
殿
御
發
出
之
返
翰
は
課
文
無
之
猶
々
先
年
支
那
通
商
勘
合
印
信
等
之
儀
も
別
紙
二
而
御

承
知
可
被
下
候
也

正

月
十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

一

二

一

一

｜

圭

一

主

一

一

一

十

十

十

十

十

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
校
了
」

（
封
表
書
き
等
）

「
大
日
本
長
崎
総
督
台
啓
」
、
絨
豪
五
分
方
、
七
寸
七
分
五
厘
×
四
寸
弐
分
五
厘
、

紅
篭
横
幅
二
寸
六
分

（
本
文
）

恵

風

遠

布

展

奉

徳

音

承

示
貴
國
人
有
稟
請
欲
赴
中
土
傳
習
學
術
經
螢
商
業
就
便
僑
寓
者
向
後
或
有

此
等
人
來
望
爲
照
應
擬
將
其
照
験
印
章
送
交
道
署
査
核
箱
束
等
語
具
見

執
事
謹
慎
爲
心
言
歸
於
好
査
經
螢
商
業
之
人
前
於

甲
子
年
二
月
間
有

貴
國
官
員
山
口
錫
次
郎
等
五
人
來
桓
云
稗
由
本
國
稟
明
大
將
軍
乘
坐
爽
板
船
遊

歴
各
以
習
風
濤
因
有
商
人
求
帯
海
菜
貨
物
數
種
至
渥
消
筈
求
報
關
納
税
即
當

刻
日
同
國
竝
不
上
岸
居
住
旋
於
税
紗
交
情
貨
物
筈
完
後
起
碇
同
國
竝
未
就
此

僑

寓

今

來
翰
所
云
傳
習
學
術
不
知
所
傳
係
何
項
學
術
是
否
欲
就
中
國
人
傳
習
抑
欲
傳
與

中
國
人
習
學
請
即
詳
悉
見
示
以
想
稟
明

上
憲
主
持
再
行
布
復

左
右
事
關
中
外
交
渉
本
道
職
僅
監
司
絲
毫
不
敢
檀
主
所
有
査
核

貴
國
印
章
照
験
之
虎
未
便
接
収
筍

貴
國
人
來
中
土
果
能
入
境
問
禁
入
國
問
俗
一
守
中
國
法
度
與
我
小
民
無
争
無
杵

則
我
邉
界
吏
民
知

朝
廷
懐
遠
之
枕
自
能
推
心
置
腹
壺
信
壼
誠
皆
有
賓
至
如
歸
之
楽
無
庸
預
嘱
也
重

洋
懸
膀
粛
復
以
聞
不
蓋
馳
系

同
治
七
年
歳
次
戊
辰
三
月
日

名

男

具

應

寶

時

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
校
了
」

（
本
文
）

前
此
本
邦
長
崎
菖
宰
致
書

左
右
乞
以
本
邦
人
赴

貴
國
傳
習
學
術
及
査
核
印
章
等
件
爲
言

金
玉
無
斬
便
恵
裁
示
實
爲
欣
幸
承
問
所
傳

係
何
項
學
術
云
云
蓋
其
所
謂
學
術
者
凡
有
益

於
我
國
家
之
事
不
論
何
項
皆
欲
使
之
學
焉
者

也

至

其

査

核

印

章

一

節

執
事
敬
慎
即
不
敢
専
但
願
価
韓
申

上
憲
是
祈
如
其
入
境
問
禁
入
國
守
法
則
我
自
當

預
爲
嚴
筋
而
可
不
煩
教
芙
又
本
邦
畢
國
之
政

委
之
將
門
久
突
以
之
響
航

貴
國
者
不
得
不
稟
明
於
將
軍
也
今

皇
綱
肇
就
一
新

聖
躬
親
總
萬
機
本
職
因
奉

勅
命
來
鎮
長
崎
欽
承

皇
室
之
徳
意
將
欲
以
修
善
隣
之
好
其
所
言
推
心
置

腹
壺
信
誠
者
固
所
願
也
層
濤
漫
漫
粛
復
以
報

不

具

〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

慶
應
四
年
辰
閏
四
月

長
崎
総
督
府
ヨ
リ
支
那
上
海
へ
復
翰
之
控
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〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
校
了
」

（
本
文
）

唐
船
通
商
二
付
相
渡
候
印
證
ハ
信
牌
と
唱
へ
先
聖
堂
書
物
改
役
二
而
相
認
奮
幕
奉
行
所

江
差
出
讓
司
會
同
之
印
章
を
据
當
港
よ
り
唐
船
開
帆
之
當
日
二
其
船
主
を
奉
行
所
へ
召
出

奉
行
出
座
目
通
二
お
ゐ
て
相
與
候
事

一
右
給
牌
之
節
領
牌
之
船
主
よ
り
配
銅
證
文
と
唱
へ
候
商
法
定
額
規
則
等
之
請
書
戴
通

其
船
主
よ
り
奉
行
所
へ
差
出
候
右
之
内
壹
通
は
勘
合
之
た
め
其
船
主
へ
下
渡
再
度
通
商

一
給
牌
差
許
候
港
門
左
之
通

南

京

寧

波

臺

湾

直

門

廣

東

暹

羅

廣

南

占

城

咬

哨

叺

東

京

東

浦

棄

右
港
門
二
よ
り
通
商
之
銀
高
夫
々
差
別
有
之
断
江
よ
り
仕
出
シ
之
船
は
都
而
直
門
格

二
而
商
責
差
許
候
事

一
唐
商
共
貿
易
筋
二
付
而
は
是
迄
隻
方
官
府
之
引
合
二
而
文
書
往
復
之
儀
は
奮
記
等
二

相
見
不
申
都
而
唐
商
來
港
其
筋
進
退
之
儀
は
從
來
唐
通
事
之
管
轄
二
相
屡
シ
通
商
致
來

候

事

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
校
了
」

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
長
崎
通
商
照
票
」

（
本
文
）

之
節
右
信
牌
一
同
爲
相
納
照
合
致
候
事

慶
應
四
年
戊
辰
閏
四
月
日

〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

唐
方
通
商
二
付
相
渡
照
牌
勘
合
等
之
手
續

〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉
〉

長
崎
通
商
照
票

校
了

長
崎
讓
司
辮
辮
辮
特
奉

鎮
臺
憲
命
爲
澤
商
給
牌
貿
易
粛
清
法
紀
事
照
得
爾
等
唐
船
通
商

本
國
者
歴
有
年
所
絡
鐸
不
絶
但
其
來
人
混
雑
無
稽
以
致
好
商
故
違
禁
例
今
特
限
定
各
港

船
額
本
年
來
販
船
隻
内
該
某
港
門
幾
隻
毎
船
所
帯
貨
物
限
定
佑
償
約
若
干
雨
以
通
生
理
所

諭
條
款
取
具
船
主
某
親
供
甘
結
存
案
今
合
行
給
照
即
與
信
牌
一
張
以
爲
蝿
（
「
党
」
と
同
じ
）

擴
進
港
之
日
験
明
牌
票
撤
詑
即
収
船
隻
共
無
偲
擴
者
即
刻
遣
同
爾
等
唐
商
務
必
愈
加
僅
筋

淌
有
違
犯
條
款
者
再
不
給
牌
票
按
例
究
治
決
不
輕
貸
各
宜
慎
之
須
至
牌
者

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
校
了
」

（
本
文
）

某

年

第

某

番

某

港

船

主

某

同

唐

具

立

蝿

照

一
遵
法
所
禁
呂
宋
其
外
母
諭
何
虚
天
主
教
寄
住
等
國
倶
不
敢
前
往

一
再
來
日
本
之
日
不
特
抜
帖
連
異
爾
蟹
南
蟹
廟
和
尚
之
徒
及
天
主
教
門
黛
乙
人
不
敢
載

來一
日
本
之
人
乙
人
不
敢
載
同

一
日
本
軍
器
及
武
將
書
一
像
等
件
不
敢
帯
同

一
足
色
紋
銀
併
除
准
定
額
銀
外
之
銀
及
金
子
分
厘
不
敢
帯
同

一
洋
中
不
敢
爲
非
劫
掠

一
寓
中
與
日
本
人
竝
交
加
差
舛

一
須
定
銀
額
幾
萬
幾
千
雨
換
雑
色
銀
額
幾
千
両
併
送
寺
送
廟
各
項
人
事
元
債
銀
幾
千
幾

百
幾
十
幾
雨
餘
寶
銀
額
幾
千
幾
百
幾
十
幾
両
共
幾
萬
幾
千
幾
百
両
交
易
倶
竣
内
計
幾
百

雨
准
帯
版
銀
幾
萬
幾
千
雨
銅
助
幾
萬
幾
千
雨
包
頭
什
色
幾
千
幾
百
両
費
用
合
算
清
詑
毫

年
月

之會諄

印司司

日
給

限
到 右

票
給
某
港
門
船
主
某

－53－



第
拾
壱
號
、
箱
館
出
張
開
拓
使
へ
前
同
断

第
十
號
、
長
崎
縣
へ
前
同
断

庚

午

正

月

尚
以
規
則
中
支
那
人
ハ
身
分
之
厚
薄
に
寄
上
中
下
三
等
に
相
分
云
々
と
有
之
右
見
分
方

甚
紛
敷
儀
も
可
有
之
横
濱
表
二
而
は
諸
事
使
役
之
爲
め
兼
而
相
雇
置
候
支
那
人
有
之
此
者

二
右
見
込
爲
附
候
上
勘
辨
取
捨
い
た
し
候
由
二
付
御
参
考
迄
爲
念
申
進
候
也

取
計
可
被
成
候
爲
念
猶
此
段
申
進
候
也

第
九
號
、
兵
庫
縣
へ
支
那
人
其
外
條
約
未
濟
國
人
取
締
方
照
會
之
往
翰

明

治

三

年

正

月

日

欠

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
第
九
號
」

（
本
文
）

午
正
月

外

務

省

兵

庫

縣

御

中

支
那
人
其
外
條
約
未
濟
國
人
取
締
之
儀
ハ
菖
幕
之
節
各
公
使
と
協
議
決
定
兼
而
差
進
し
置

候
規
則
書
之
通
り
御
一
新
後
も
横
濱
表
二
而
連
綿
取
行
候
儀
二
有
之
就
而
ハ
各
港
共
同
様

之
取
計
二
無
之
候
而
者
不
都
合
二
付
兼
而
差
進
置
候
規
則
之
趣
御
承
知
匡
々
不
相
成
様
御

一
再
來
之
日
帯
來
貨
物
照
須
定
銀
額
不
敢
少
縮

一
再
來
之
日
從
前
條
約
遵
守
不
敢
違
怠
以
上
各
款
不
敢
背
違
如
有
毫
犯
某
等
人
船
再
來

之
日
任
奨
虚
治
甘
願
受
罰
立
此
存
証

年

月

日

某

年

第

幾

番

某

港

船

主

某財

副

某

總

管

某

無
差
錯
竝
無
寄
留
貨
物

一
本
港
登
船
以
至
開
駕
之
後
一
如
從
前
甘
結
確
守
備
若
遇
瓢
到
意
外
之
地
亦
照
條
約
甘
第
拾
戴
號
、
大
阪
府
へ
前
同
断

結
遵
守

第
拾
四
號
、
神
奈
川
縣
ョ
リ
前
件
支
那
人
雇
入
シ
旨
通
知
ノ
來
翰

明

治

三

年

二

月

十

三

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
三
百
五
十
一
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

養
骨
秀
骨
骨
善
骨
碁
番
讐
筈
什
骨
秀
号
外
弄
番
特
骨
特
特
筈
丹
弄
番
骨
美
芳
美
番
秀
餐
饗
持

卿

印

大

丞

印

少

丞

印

大

録

大

輔

印

准

大

丞

印

權

少

丞

印

第
拾
三
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
横
濱
居
留
支
那
人
取
締
同
國
人
雇
入
シ
旨
通
知
ノ
來
翰

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
百
九
十
四
號
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

番
梼
汁
番
持
碁
骨
讐
骨
骨
幹
持
丹
骨
升
升
升
苦
碁
秀
骨
升
升
汁
升
廿
饗
外
苦
汁

卿

印

大

丞

印

大

録

印

印

大

輔

印

從

四

位

印

府

藩

縣

各

港

掛

權

大

丞

印

少

丞

印

權

少

丞

印

（
本
文
）

横
濱
居
留
支
那
人
取
締
向
之
儀
場
廣
二
而
廻
り
場
所
等
間
遠
相
成
行
届
兼
候
間
當
支
那
人

ア

ハ

ア

カ

ン

ア

ヨ

ク

阿
合
阿
光
阿
旭
三
人
内
重
立
候
壱
人
は
月
給
弐
拾
五
弗
外
弐
人
は
弐
拾
弗
宛
二
而
千
八

百
七
十
年
第
三
月
一
日
方
御
雇
相
成
候
間
此
段
御
達
お
よ
ひ
候
也

二

月

四

日

神

奈

川

縣

應

外

務

省

御

中

印
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（
欄
外
書
き
込
み
）
「
正
月
廿
日
」
「
正
月
廿
日
達
シ
濟
」

丹

廿

暑

骨

餐

番

丹

讐

升

廿

讐

讐

朴

芳

井

汁

番

饗

番

芳

餐

番

苦

升

餐

芳

井

番

外

器

芳

美

卿

印

大

丞

印

大

録

印

大

輔

准

大

丞

印

御

書

簡

掛

花

押

權

大

丞

印

少

丞

花

押

權

少

丞

印

（

本

文

）

（

ゴ

シ

ッ

ク

は

書

き

込

み

）

當
月
五
日
附
之
御
書
状
竝
規
則
案
其
外
相
落
手
逐
一
披
見
い
た
し
候
就
ハ
横
濱
表
二
而
取

設
候
條
約
未
濟
國
人
取
締
之
儀
ハ
奮
幕
之
節
各
國
公
使
と
協
議
決
定
い
た
し
候
者
二
而
御

一
新
後
も
右
を
採
用
い
た
し
居
候
儀
二
付
同
港
限
之
規
則
二
も
無
之
且
取
計
振
匡
々
相
成

第
拾
五
號
、
兵
庫
縣
ヨ
リ
支
那
人
取
締
向
ノ
義
二
付
回
答
ノ
來
翰

明

治

三

年

二

月

五

日

（
こ
の
文
書
は
原
文
で
は
第
拾
三
號
の
前
に
編
入
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
み
て
こ
こ

（
本
文
）

去
ル
八
日
英
國
公
使
舘
お
ゐ
て
同
國
公
使
江
寺
嶋
公
御
引
會
之
御
當
縣
取
締
向
之
儀
云
々

申
立
候
趣
を
以
御
引
會
振
大
意
御
申
越
承
知
い
た
し
候
右
取
締
向
之
儀
懸
念
二
付
當
支
那

人
三
人
相
増
候
儀
は
過
日
御
達
申
候
儀
二
て
當
時
取
締
役
支
那
人
六
人
二
而
書
夜
見
廻
り

當
方
取
締
役
士
官
之
分
頭
取
六
人
縣
兵
方
申
付
其
外
士
官
之
見
廻
り
方
都
合
三
十
三
人
二

而
居
留
地
書
夜
爲
見
廻
り
且
山
手
外
國
人
居
留
地
内
江
も
取
締
局
壱
ケ
所
取
建
彼
我
是
迄

之
人
數
丈
は
爲
相
詰
山
手
居
留
地
見
廻
り
候
積
二
而
右
建
物
専
ら
手
配
中
二
有
之
海
上
取

締
之
開
港
規
則
之
儀
は
中
野
大
参
事
取
調
居
外
國
人
相
雇
候
積
有
之
候
間
追
而
仕
法
可
申

に
入
れ
る
）

遣
候
右
之
段
御
報
申
進
候
也

二

月

十

三

日
外

務

省

御

中

權
大
丞

印

神
奈
川
縣

第
拾
五
號
、
兵
庫
縣
ヨ
リ
支
那
人
取
締
向
ノ
義
二
付
回
答
ノ
來
翰

明

治

三

年

二

月

五

日

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
弐
百
壱
號
」
「
二
月
五
日
到
」

（
欄
外
印
）
「
嶌
濟
」

器
番
筈
器
器
持
碁
特
廿
特
廿
升
升
普
芳
芳
饗
芳
井
秀
共
汁
持
碁
秀
共
升
器
碁
芳
讐

卿

印

大

丞

印

大

録

印

大

輔

印

從

四

位

印

權

大

丞

印

少

丞

印

權

少

丞

印

（
本
文
）

候
而
ハ
都
而
不
都
合
而
巳
な
ら
す
支
那
人
而
巳
條
約
未
濟
國
人
と
可
申
儀
ニ
ハ
無
之
然
ル

ー
一
別
紙
之
如
く
支
那
而
巳
を
窮
屈
一
一
束
桧
い
た
し
候
も
不
公
平
ニ
ハ
有
之
間
敷
哉
秀
以
北

基
＃
付
御
地
於
而
も
右
茜
幕
之
節
取
設
候
六
ケ
條
之
取
締
規
則
通
り
御
取
計
別
段
新
規
之

規
則
等
ハ
先
御
見
合
可
被
成
尤
遺
漏
之
廉
又
ハ
改
革
を
も
可
加
儀
も
候
ハ
＆
各
港
打
合
之

上
都
而
一
様
之
取
計
二
い
た
し
候
方
可
然
間
左
様
御
承
知
可
被
成
候
※
（
欄
外
に
付
萎
「
加

筆
尤
横
漬
に
て
云
々
以
下
一
段
※
印
之
下
へ
差
加
へ
將
支
那
人
ニ
ッ
諺
キ
候
方
如
何
」
）

將
支
那
人
等
級
之
儀
ハ
以
來
是
之
如
く
判
然
見
定
兼
候
儀
一
一
而
○
横
濱
表
一
一
而
ハ
支
那
人

莫
太
之
人
數
故
内
探
索
等
之
た
め
或
ハ
諸
事
使
役
之
た
め
兼
而
醇
良
之
支
那
人
壷
ケ
月
五

十
ト
ル
ラ
ル
位
一
一
而
相
雇
置
右
之
者
二
前
書
等
級
見
込
を
も
爲
附
候
上
勘
辨
取
捨
い
た
し

候
由
左
も
無
之
而
は
支
那
人
之
出
没
來
歴
分
り
兼
申
候
是
等
ハ
枚
葉
之
儀
二
付
詰
り
如
何

様
一
一
而
も
上
中
下
相
當
二
見
分
相
附
け
候
ヘ
ハ
夫
二
而
可
然
候
得
共
御
琴
考
之
た
め
此
段

も
申
遣
候
△
○
也

兵

庫

縣

御

中

（
行
末
△
’
○
部
分
の
加
筆
）

△
尤
横
漬
一
一
而
右
取
締
規
則
取
設
之
頃
ハ
未
た
兵
庫
開
港
之
間
際
一
一
而
右
之
頃
ハ
其
地
コ

ン
シ
ユ
ル
承
知
不
致
各
公
使
お
ゐ
て
も
傳
達
無
之
段
ハ
左
橡
も
可
有
之
間
今
度
各
國
公
使

へ
申
達
御
地
コ
ン
シ
ュ
ル
ヘ
申
入
ノ
運
二
可
為
致
○

外
務
省
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支
那
人
取
締
之
儀
二
付
伺
書
差
上
候
虎
御
應
答
書
御
報
被
成
下
逐
一
拝
見
御
申
越
御
趣
意

委
細
承
知
仕
候
付
而
は
横
濱
表
二
於
て
薑
幕
府
之
節
取
扱
候
六
ケ
條
之
取
締
規
則
通
り
取

計
候
方
可
然
之
旨
御
示
諭
之
趣
二
随
ひ
夫
々
取
締
規
則
取
設
之
積
御
座
候
何
れ
規
則
案
文

第
拾
六
號
、
新
潟
局
ョ
リ
支
那
人
取
締
向
ノ
義
二
回
答
ノ
來
翰

明

治

三

年

二

月

五

日

附

属

・

・

英

領

事

ヨ

リ

新

潟

知

参

事

充

ノ

書

翰

弐

通

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
午
二
月
十
三
日
來
ル
」

（
欄
外
印
）
「
爲
濟
」

特
番
甚
骨
特
番
骨
升
衿
讐
秀
廿
苦
碁
丹
号
粍
筈
特
特
器
砦
鉾
讐
外
暑
廿
廿
幹
特
丹
衿
器

卿

印

大

丞

大

輔

印

從

四

位

印

權

大

丞

印

少

丞

印

權

少

丞

印

出
來
候
ハ
、
尚
亦
相
伺
可
申
候
右
御
受
妾
如
此
御
座
候
已
上

二

月

朔

日

外

務

省

御

中

以
書
翰
致
啓
上
候
然
は
當
港
寄
寓
之
支
那
人
取
締
り
向
之
義
横
濱
通
り
二
施
行
い
た
し
度

と
存
し
去
ル
卯
年
於
御
地
各
公
使
方
協
議
確
定
相
成
候
規
則
之
第
四
條
二
基
き
支
那
人
竝

結
盟
未
濟
國
之
人
民
一
様
二
虚
置
可
致
旨
各
岡
士
江
相
掛
合
候
之
虚
右
取
結
之
廉
二
異
存

は
無
之
候
得
共
當
港
之
規
則
を
改
而
御
地
お
ゐ
て
公
使
御
談
判
之
上
公
告
相
成
候
方
可
然

旨
申
聞
返
書
さ
し
出
候
間
則
諄
文
弐
通
差
進
申
候
御
一
読
之
上
各
公
使
江
御
掛
合
被
下
治

定
之
義
被
御
申
聞
候
様
い
た
し
度
此
段
得
御
意
候
也

二

月

五

日

新

潟

局

（
本
文
）

（
付
菱
）
「
是
は
御
書
翰
掛
引
合
中
之
申
入
二
付
同
書
翰
之
後
へ
附
置
急
用
之
節
不
取
失

様
し
ま
ひ
可
置
事
」

兵
庫
縣

印

＋
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
別
紙
」

（
本
文
）

於
新
潟
一
千
八
百
七
十
年
第
三
月
五
日

貌

利

太

尼

亜

岡

士

舘

以
書
翰
致
啓
上
候
然
は
支
那
人
及
條
約
未
濟
の
國
の
臣
民
取
扱
の
儀
に
付
先
月
廿
五
日
の

貴
翰
落
手
仕
候
右
は
條
約
未
濟
の
國
の
臣
民
を
虚
置
す
る
事
二
横
濱
の
た
め
に
別
段
に
取

設
け
あ
る
約
定
を
其
儘
此
地
江
引
用
ゆ
へ
き
段
御
申
越
相
成
候
懸
考
二
も
横
濱
の
約
定
同

様
の
事
を
此
地
江
引
用
ひ
相
成
候
ハ
差
支
有
之
問
敷
と
は
存
候
得
共
當
地
の
た
め
に
横
濱

の
約
定
の
通
り
に
而
巳
二
取
極
む
る
事
ハ
私
に
於
て
行
届
兼
申
候
條
約
未
濟
の
臣
民
ハ
當

地
に
ハ
未
た
居
留
あ
る
か
あ
ら
ぬ
か
に
て
候
へ
は
急
速
取
極
不
申
候
と
も
甚
不
都
合
二
も

有
之
間
敷
候
間
愚
考
に
は
此
事
件
は
江
戸
江
御
申
越
相
成
候
而
外
務
卿
と
外
國
ミ
ニ
ス
ト

ル
と
の
間
に
於
て
御
取
極
相
成
候
ハ
、
貴
方
の
た
め
に
宜
し
か
る
へ
き
と
存
候
右
は
各
國

ミ
ニ
ス
ト
ル
に
於
て
も
該
開
港
場
何
様
の
次
第
に
御
取
極
め
の
御
思
召
二
は
疑
惑
有
之
間

敷
と
存
候
拝
具
謹
言

十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
一
圭
＋
＋
＋
＋
十
十
＋
＋
＋
＋
＋
＋
十
十
十
十
十

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
別
紙
」

（
本
文
）

於
新
潟
一
千
八
百
七
十
年
第
二
月
二
十
六
日

支
那
人
の
儀
に
付
昨
日
貴
翰
落
手
承
知
仕
候
然
は
御
申
越
之
規
則
第
四
ヶ
條
は
横
濱
の
た

（
封
書
表
）
「
公
使
へ
御
達
し
之
後
そ
れ
を
添
て
返
事
可
遣
事
」

外
務
省
御
中

三
條
西
（
公
允
）
知
縣
事
閣
下

本
局
大
参
事
閣
下

ゼ
ー
・
ツ
ル
ー
プ

－56－



め
に
而
巳
設
け
ら
れ
た
る
故
當
地
於
て
ハ
取
行
れ
申
間
敷
候
乍
併
此
事
件
に
關
係
あ
る
該

子
と
共
に
勘
考
せ
ん
た
め
猶
御
貴
慮
御
申
越
被
下
度
此
殿
御
承
知
可
被
下
候
恐
慢
謹
言

北

日

耳

曼

列

邦

コ

ン

シ

ユ

ル

エ

デ

、

ラ

イ

‐

ス

ネ

ル

三

条

西

三

位

閣

下

第
拾
七
號
、
新
潟
裁
判
所
ヨ
リ
支
那
人
竝
條
約
未
濟
國
人
虚
置
振
回
答
ノ
來
翰
但
往
翰
脱

ス

明

治

三

年

二

月

日

欠

く
罫
紙
〉
片
面
七
行
「
新
潟
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
七
百
番
」
「
三
年
裁
判
來
」
「
？
可
取
調
事
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

骨
特
特
讐
特
芳
井
讐
讐
餐
甚
器
器
美
芳
芳
井
汁
特
器
特
美
器
外
器
汁
番
器
芳
井
器
芳
廿

卿

印

大

輔

大

丞

印

從

四

位

印

少

丞

權

少

丞

印

大

録

印

少

録

府

藩

縣

各

港

掛

以
書
状
致
啓
上
候
然
は
二
月
朔
日
出
御
地
出
張
所
方
之
御
用
状
到
來
披
見
之
虚
去
月
十

八
日
〃
追
々
同
所
江
御
達
相
成
候
書
類
一
覧
い
た
し
取
束
ね
左
二
御
報
申
進
候

一
、
（
付
菱
「
此
項
左
出
ノ
關
係
」
）
支
那
人
竝
結
盟
未
濟
國
之
人
民
虚
置
之
儀
二
付
御
添

心
之
趣
委
曲
了
承
右
は
横
濱
規
則
二
基
き
取
調
各
岡
士
江
相
達
し
候
虚
御
地
お
ゐ
て
公

一
、
羽
州
酒
田
海
岸
漂
着
之
英
人
ヲ
－
シ
ン
ク
イ
ン
乘
組
之
者
一
同
無
滞
御
地
着
一
憩
之

上
横
濱
江
歸
港
之
旨
致
承
知
候
右
護
送
之
別
手
組
其
外
と
も
去
ル
十
二
日
無
蓋
歸
港
い

た
し
候
滞
府
中
は
何
廉
御
世
話
被
成
下
候
儀
と
多
謝
い
た
し
候

一
、
佐
州
夷
港
取
扱
向
之
儀
二
付
外
國
人
方
申
立
之
趣
も
有
之
同
所
規
則
可
申
進
旨
致
承

知
候
則
別
紙
一
綴
差
進
申
候
一
躰
昨
秋
中
繋
船
場
へ
之
た
め
當
地
か
官
員
出
張
貨
納
屋

改
所
其
外
取
補
理
ひ
取
扱
向
略
打
合
候
得
は
同
縣
江
可
引
渡
見
込
之
虚
其
後
知
縣
事
新

（
本
文
）

使
江
口
述
之
上
公
告
有
之
度
旨
申
立
候
間
其
段
過
便
申
進
置
候

第
拾
八
號
、
澳
地
利
公
使
へ
支
那
人
其
外
條
約
未
濟
國
人
取
締
向
各
港
同
一
二
取
締
向
報

知

ノ

往

翰

明

治

三

年

二

月

十

七

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
三
年
各
國
往
」
「
百
二
十
番
二
月
十
七
日
達
ス
」

五
郎
來
着
佐
州
役
員
之
儀
は
外
國
接
待
不
案
内
二
付
當
分
新
潟
方
出
張
い
た
し
外
務
引

受
取
扱
呉
候
様
水
野
外
務
少
丞
江
談
し
有
之
趣
二
而
今
日
迄
連
綿
役
輩
出
張
爲
致
置
候

得
共
管
轄
外
江
差
跨
り
取
扱
之
不
便
は
勿
論
旅
金
其
外
之
官
費
不
少
加
之
餘
分
之
役
員

満
つ
置
不
申
候
而
は
不
相
叶
妾
地
方
官
二
引
渡
候
方
當
全
之
儀
と
存
候
間
近
々
引
渡
之

儀
及
掛
合
と
存
候
此
段
御
含
二
申
進
置
候
事
尤
同
縣
之
事
二
付
自
然
民
部
省
江
御
引
合

序
も
有
之
候
ハ
、
右
次
第
御
演
述
被
成
置
度
御
願
申
上
候
事

一
、
外
國
人
申
立
之
正
金
楮
幣
引
換
之
儀
爲
念
大
蔵
省
江
御
問
合
被
下
右
答
書
添
御
達
相

成
落
手
承
知
い
た
し
候
向
後
引
換
之
儀
申
立
候
ハ
、
御
答
之
通
取
計
可
申
候
事

一
、
正
月
十
五
日
寺
嶋
大
輔
殿
英
公
使
と
御
對
話
ケ
條
之
内
贋
金
一
洗
之
方
法
民
部
省
江

可
申
立
旨
承
知
い
た
し
候
右
は
昨
秋
花
房
虎
太
郎
出
港
外
國
人
所
持
之
贋
金
一
箒
い
た

し
亦
來
外
國
人
持
出
之
金
銀
ハ
改
査
因
（
對
？
）
之
上
相
渡
し
置
尚
春
來
通
商
會
社
來
住

二
付
別
紙
之
通
り
各
岡
士
江
相
達
し
改
査
爲
致
候
課
二
而
手
を
蓋
し
置
候
儀
に
有
之
尤

尚
通
商
司
見
込
を
も
承
民
部
省
江
可
申
立
候
事

一
、
昨
年
開
港
方
十
二
月
迄
外
國
米
輸
入
之
儀
は
一
切
無
之
候
事

一
、
奮
臘
中
御
頼
申
進
置
候
西
洋
紙
ペ
ン
其
外
折
々
御
買
上
今
便
別
手
組
江
托
し
御
差
立

被
下
慥
二
受
取
申
候
右
買
集
め
方
品
々
御
配
慮
に
預
り
恭
次
第
存
候
則
代
償
金
員
爲
替

手
形
を
以
さ
し
進
候
間
改
之
上
御
落
手
被
下
度
候
事
右
同
答
方
々
得
御
意
候
也

二

月

十

五

日

（
下
札
）
「
書
面
ヘ
ン
西
洋
紙
其
外
買
上
代
償
○
○
為
替
手
形
二
而
金
百
二
十
両
差
越

し
候
府
下
先
出
納
方
江
預
ケ
置
追
而
夫
々
挑
ひ
方
い
た
し
候
積
り
」

外
務
省
御
中

新
潟
裁
判
所
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定 前
同
文
書
叢
幕
府
＃
節
其
國
ミ
ニ
ス
ト
ル
レ
シ
デ
ン
ト
ポ
ル
ス
フ
ル
ッ
ク
閣
下
と
協
議
決

以
下
同
文 ４

う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う
う

卿

印

大

丞

印

少

丞

印

大

録

印

大

輔

印

准

大

丞

印

權

少

丞

印

御

書

翰

掛

印

權

大

丞

印

（

本

文

）

（

ゴ

シ

ッ

ク

は

書

き

込

み

）

以
手
紙
致
啓
上
候
然
は
支
那
人
其
外
條
約
未
濟
國
人
取
締
之
儀
は
卯
年
十
月
西
洋
千
八
百

六
十
七
年
第
十
月
二
當
ル
英
濁
乙
伊
太
利
は
閣
下
○
佛
國
米
国
は
閣
下
之
御
先
職

澳
地
利
西
班
牙
之
各
國
公
使
と
協
議
決
定
し
一
新
以
來
も
其
儘
横
濱
二
て
連
綿
取
行
居

候
儀
二
有
之
就
而
は
各
港
於
而
も
同
様
之
取
計
二
無
之
而
は
不
都
合
二
付
横
濱
規
則
之
通

逼
々
不
相
成
様
更
二
各
港
江
相
達
取
行
可
申
と
存
候
尤
各
國
人
中
之
引
請
な
き
支
那
人
は

總
て
日
本
政
府
之
管
轄
と
し
何
れ
も
戸
籍
入
免
状
相
渡
右
免
状
料
取
立
可
申
候
間
此
段
我

國
各
港
在
留
其
國
コ
ン
シ
ユ
ル
江
も
兼
而
御
布
令
有
之
候
様
致
度
右
可
得
御
意
如
斯
御
座

候
以
上明

治

三

年

午

二

月

一

五

日

罵

大

輔

卿

英

佛

米

濁

乙

伊

澳

西

班

公

使

姓

名

閣

下

＊
（
編
者
付
言
）
「
澳
地
利
ヘ
ノ
往
束
ノ
ミ
本
書
ノ
關
係
」

（
英
原
文
略
）

伊
ロ
ヘ
ッ
キ
貴
下

荷
蘭
岡
士フ

ァ
ン
デ
ル
タ
ッ
ク
貴
下

外
務
大
少
丞

外
務
大
少
丞

第
戴
拾
號
、
英
公
使
舘
於
テ
大
輔
英
公
使
へ
支
那
人
取
締
向
ノ
應
接
記

明

治

三

年

二

月

廿

日

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
第
弐
拾
號
」
「
校
合
済
」

＊
（
『
編
者
付
言
』
）
「
此
原
書
『
横
涜
山
手
戴
百
三
十
番
地
於
テ
公
園
創
設
竝
同

於

支

那

上

海

隷

唾

朋

廿

二

肥

以
手
紙
致
啓
上
候
然
は
西
洋
千
八
百
六
十
七
年
三
月
十
八
日
附
之
御
書
翰
致
落
手
候
閣
下

支
那
其
外
條
約
未
濟
之
國
人
民
取
締
向
二
付
而
云
々
御
申
越
竝
二
是
迄
横
濱
於
て
相
用
候

規
則
他
之
開
港
場
二
於
而
も
御
用
上
被
成
度
趣
致
承
知
候
右
之
段
該
開
港
場
澳
地
利
竝
□

洪
利
岡
士
江
申
達
置
候
此
段
可
得
御
意
如
此
御
座
候
以
上

第
拾
九
號
、
澳
地
利
公
使
ヨ
リ
前
件
取
締
向
云
々
承
諾
ノ
來
翰

明

治

三

年

三

月

廿

三

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
二
百
七
十
三
番
」

汁
弁
秀
芳
井
芳
汁
井
外
外
芳
芳
井
芳
讐
養
芳
芳
井
汁
芳
井
妾
番
外
汁
芳
井
升
升
升
番
外

卿

印

大

輔

大

丞

印

准

大

丞

少

丞

印

權

少

丞

印

大

録

印

御

書

翰

掛

（
本
文
）

澤
從
三
位
清
原
宣
嘉

寺
嶋
從
四
位
藤
原
宗
則
閣
下

澳
地
利
謡
ロ
津
細
却
伺
？
）

ヘ
ン
リ
ー
ガ
リ
ッ
セ
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園
地
横
濱
婦
女
弄
鞠
社
へ
貸
渡
一
件
』
二
編
入
ス
」

器

芳

井

番

特

器

芳

井

苦

讐

特

特

発

番

苦

芳

苦

警

併

特

芳

美

讐

苦

持

碁

特

器

番

升

升

甚

汁

（
本
文
）

午
二
月
晦
日
於
英
公
使
舘
寺
嶋
外
務
大
輔
英
國
公
使
ハ
ル
リ
ー
ハ
ー
ク
ス
江
應
接
記
之
内

支
那
人
之
儀
二
付
御
來
示
之
云
々
如
何
之
事
二
候
哉

支
那
人
取
締
之
儀
は
支
那
人
居
所
之
各
岡
士
江
取
締
向
申
遣
候
虚
其
公
使
よ
り
右
云
々
之

達
無
之
候
而
は
取
締
向
は
不
致
候
由
二
候

横
濱
二
而
は
ヘ
ン
ソ
ン
儀
定
約
未
濟
之
者
之
取
締
竝
道
造
地
税
取
集
方
取
締
役
人
を

支
配
し
酒
之
密
盲
を
制
し
右
五
ケ
條
を
取
扱
候
事
二
有
之
候

右
は
横
濱
而
巳
之
事
一
一
付
各
港
も
同
様
取
締
之
者
差
置
度
既
二
長
崎
二
は
支
那
人
凡
三
百

五
十
人
餘
兵
庫
二
も
多
人
數
在
留
有
之
就
而
は
取
締
向
相
立
置
不
申
候
は
而
は
若
臨
時
之

事
あ
ら
は
入
用
之
掛
り
候
而
巳
な
ら
す
不
都
合
を
相
醸
し
既
二
兵
庫
二
於
て
支
那
人
某
所

二
窺
盗
致
し
夫
レ
等
之
虚
置
は
如
何
施
行
致
候
事
可
然
哉
右
等
御
相
談
二
及
候

支
那
人
取
締
之
儀
は
西
洋
人
雇
置
候
者
二
而
も
日
本
法
二
て
虚
し
可
被
成
候

第
試
拾
壹
號
、
新
潟
縣
ョ
リ
支
那
人
取
締
方
各
國
公
使
ノ
往
復
回
送
ス
ヘ
キ
旨
ノ
來
翰

明

治

三

年

四

月

十

五

日

附

屑

：

○

取

締

役

人

ヘ

ン

ソ

ン

糺

書

五

通

〈
罫
紙
〉
片
面
七
行
「
新
潟
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
三
十
五
號
」
「
口
歩
可
取
調
事
」

号
番
丹
特
特
饗
骨
器
番
併
讐
筈
苦
井
番
升
特
俳
器
特
讐
芳
井
丹
鴨
井
器
筈
苦
升
番

卿

印

大

輔

印

大

丞

印

從

四

位

印

少

丞

印

權

少

丞

印

大

録

印

少

録

印

（
本
文
）

以
書
状
致
啓
上
候
然
は
三
月
廿
五
日
附
之
御
書
状
竝
四
月
二
日
附
之
御
書
状
去
ル
十

一
日
到
來
致
披
見
候

一
、
伊
太
利
亜
公
使
歸
國
二
付
蓼

朝
拝
禮
濟
且
新
公
使
渡
來
迄
之
間
横
濱
岡
士
ロ
ベ
ッ
キ
事
公
使
勤
向
相
心
得
候
旨
致

承

知

候

一
、
當
縣
大
喝
谷
津
春
三
儀
其
御
地
御
用
濟
二
付
歸
港
御
申
渡
之
趣
承
知
い
た
し
候
同
人

事
道
中
無
滞
去
ル
十
一
日
歸
縣
い
た
し
候
出
京
中
は
諸
事
御
添
心
被
下
候
段
同
人
演
述

之
趣
承
知
い
た
し
恭
存
候
且
民
部
省
江
之
御
掛
合
向
爲
別
紙
被
遣
之
落
手
彼
是
御
手
數

之
御
儀
奉
謝
候

一
、
（
欄
外
書
き
込
み
「
此
ヨ
リ
以
下
關
係
ア
ル
ヲ
以
テ
遊
二
編
入
ス
」
）

各
港
在
留
支
那
人
取
締
之
儀
二
付
匡
々
不
相
成
様
各
國
公
使
江
御
達
相
成
候
様
承
知

い
た
し
候
就
而
は
右
往
答
書
翰
篤
御
達
有
之
候
様
い
た
し
度
得
御
意
候
事

右
は
御
答
秀
得
御
意
度
如
此
候
也

四

月

十

五

日

新

潟

縣

外

務

省

御

中

追
而
當
港
輸
出
入
品
役
銀
取
調
帳
弐
冊
差
遣
申
候

（
欄
外
追
記
）

一
、
到
來
魯
岡
士
よ
り
書
簡
有
之
を
同
國
公
使
江
届
方
相
頼
候
間
差
進
申
候
御
達
方
御
取

計
有
之
度
候
也

催
ト
ト
ト
ト
ト
ト
ト
ト
ト
ト
｜
催
ト
ト
ト
ト
ト
ト
ト
’
二
｜
二
一
一
』
」
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

附
属
：
○
取
締
役
人
ヘ
ン
ソ
ン
糺
書
五
通

（

ゴ

シ

ヅ

ク

は

本

文

中

の

小

文

字

で

書

れ

た

割

注

）

一

三

一

三

三

三

シ

三

一

シ

三

三

三

シ

三

一

三

一

三

一

一

一

一

三

一

三

三

三

一

童

①
（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」

（
本
文
）

午
六
月
廿
二
日
取
締
ベ
ン
ソ
ン
方
糺
書

澳梁
太
利
人
ア
ス
カ
ベ
テ
ー
ク
奇
密
之
儀
申
立
候
趣
左
之
通

上私
今
日
罷
出
申
上
候
儀
は
極
秘
密
之
儀
二
而
外
二
不
洩
様
い
た
し
度
候
居
留
地
内
一
一
支
那

人
博
突
場
虚
々
に
有
之
右
二
付
セ
ル
シ
ヤ
ン
ト
外
國
人
取
締
之
事
支
配
人
之
廻
り
方
へ
賄
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支
那
人
博
突
之
事
二
付
何
様
之
事
を
見
聞
候
哉

百
七
拾
弐
番
に
て
支
那
人
ア
ロ
ン
と
申
者
博
突
場
を
預
り
居
其
者
申
候
二
は
一
七
日
毎
又

は
一
ヶ
月
毎
に
外
國
廻
り
方
セ
ル
シ
ヤ
ン
ト
ニ
弐
拾
弗
程
賄
賂
相
佛
申
候

又
は
洋
服
を
着
し
候
支
那
取
締
江
六
拾
弗
右
を
七
日
シ
、
に
割
合
相
佛
候
趣
此
賄
賂
の
咄

し
は
百
七
拾
八
番
支
那
人
ア
カ
ン
と
申
も
の
申
聞
候
百
四
拾
八
番
に
て
は
博
突
部
屋
有
之

數
人
江
貸
遣
し
有
之
壱
ヶ
月
六
拾
弗
も
支
那
人
取
締
に
相
佛
弐
拾
弗
は
セ
ル
シ
ヤ
ン
ト
外

國
人
取
締
之
事
江
相
佛
候
趣
此
儀
も
ア
カ
ン
申
聞
候

百
四
拾
七
番
此
舘
に
も
博
突
有
之
月
々
百
弗
シ
、
賄
賂
相
佛
内
弐
拾
五
弗
セ
ル
シ
ヤ
ン
ト

七
拾
五
弗
支
那
人
取
締
江
相
佛
候
趣
此
儀
は
ト
ン
カ
ハ
マ
ウ
ロ
ン
と
申
支
那
人
方
承
り

候
此
外
博
突
場
所
々
に
有
之
候
得
共
私
は
心
得
不
申
候
二
付
不
申
上
候

三
ヶ
月
已
然
セ
ル
シ
ヤ
ン
ト
私
住
宅
百
四
拾
五
番
江
罷
越
若
哉
其
許
竝
其
許
之
朋
友
二
而

博
突
場
被
取
設
候
ハ
、
自
分
江
金
子
相
佛
候
様
致
候
ハ
、
假
令
外
セ
ル
シ
ャ
ン
ト
其
場
に

参
り
候
と
も
追
佛
ひ
可
申
猶
面
倒
な
る
儀
申
聞
候
ハ
、
コ
ン
シ
ュ
ル
所
江
罷
越
へ
く
云
々

申
入
可
然
何
れ
に
も
懸
念
の
事
は
無
之
候
若
も
自
分
江
其
許
が
佛
方
可
致
筋
は
支
那
の
通

司
ロ
ン
チ
ン
を
い
ふ
支
那
の
ホ
リ
ー
ス
江
は
必
口
外
有
之
問
敷
候
凡
一
ヶ
月
二
壱
ト
場
所

方
沸
方
い
た
し
候
分
左
之
通

支

那

人

通

辨

壱

人

江
百

弗

外

國

セ

ル

シ

ヤ

ン

ト

江

百

弗

百

弗

凡
壱
ヶ
月
二
三
百
弗
餘
壱
場
所
方
相
佛
候
よ
し
其
餘
り
は
支
那
人
竝
外
國
廻
り
方
に
而
配

分
す
今
月
四
日
ド
ン
カ
マ
ウ
ロ
ン
の
博
突
場
江
私
罷
越
候
虚
其
節
セ
ル
シ
ヤ
ン
ト
同
所
内

談
部
屋
に
罷
在
私
参
り
候
節
裏
口
方
同
人
は
罷
歸
リ
其
跡
に
て
支
那
人
江
承
り
候
虚
一
ケ

賂
い
た
し
候
趣
見
聞
い
た
し
候
二
付
此
段
申
上
候
私
は
支
那
の
馬
港
に
て
三
ケ
年
程
ホ
ー

リ
ー
ス
取
締
の
事
相
勤
居
支
那
人
の
言
語
能
く
心
得
居
候
右
二
付
横
濱
江
罷
越
是
迄
支
那

人
の
用
向
等
相
達
し
居
夫
ゆ
へ
支
那
證
書
等
の
翻
讓
も
の
い
た
し
居
候
横
濱
江
罷
越
候
は

凡
十
一
ケ
月
程
二
相
成
申
候

支
那
ホ
リ
ー
ス
壱
入
江

③
（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」

（
本
文
）

午
六
月
廿
三
日

②
（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」

（
本
文
）

同

日

支

那

人

ト

ン

カ

ヲ

マ

ウ

ロ

ン

同

ア

キ

ー

此

者

通

司

私
は
百
四
拾
七
番
二
住
居
罷
在
支
那
の
小
見
世
を
出
し
居
候
此
一
週
日
以
前
に
博
突
い
た

し
四
五
日
以
前
に
支
那
の
廻
り
方
江
弐
拾
五
弗
相
佛
支
那
の
廻
り
方
の
頭
ヤ
ー
ン
ト
申
も

の
有
之
夫
に
一
週
日
二
而
七
弗
も
相
佛
申
候
今
月
十
四
日
に
弐
拾
弗
ロ
ン
チ
ン
江
相
佛
申

候
夫
故
ロ
ン
チ
ン
の
申
候
に
は
弐
拾
弗
も
拙
者
に
佛
ふ
な
ら
ば
其
許
の
身
分
に
危
き
事
有

之
候
ハ
魁
何
時
に
而
も
内
通
い
た
さ
す
へ
く
と
申
聞
候
其
外
に
は
一
切
金
を
佛
ひ
し
事
無

之
候
私
仲
間
に
リ
ー
イ
チ
ー
と
申
者
有
之
候

右
之
件
二
は
博
突
場
而
巳
二
而
被
承
候
哉

ホ
リ
ー
ス
取
締
所
に
て
は
不
承
候
哉

右
之
儀
は
百
四
拾
五
番
私
部
屋
二
而
外
國
人
セ
ル
シ
ヤ
ン
ト
よ
り
承
り
候
其
節
支
那

人
其
場
二
も
居
合
申
候

月
の
運
上
弐
拾
五
弗
相
佛
候
由
申
聞
候
其
時
弐
拾
五
弗
は
何
の
た
め
に
相
佛
候
哉
と
相
尋

候
虚
博
突
場
の
免
許
と
相
答
候
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博
突
場
を
取
建
候
哉

私

儀

は

存

不

申

候

有
躰
に
可
申
立
候

百
七
拾
弐
番
二
博
突
場
有
之
候
を
見
受
申
候

④ 猶
可
糺
儀
有
之
候
間
控
居
可
申
候

今
有
躰
に
申
立
候
ハ
、
博
突
之
罪
も
輕
く
可
相
成
候
誰
れ
に
鰍
金
子
を
相
佛
候
儀
有
之
哉

私
儀
誰
二
も
金
を
佛
ひ
候
儀
無
之
候

博
突
之
儀
二
付
有
躰
二
可
申
立
候
百
四
拾
八
番
に
博
突
場
取
建
有
之
候
哉

博

突

場

有

之

候

其
方
い
つ
頃
博
突
場
預
り
幾
ヶ
所
之
部
屋
預
り
居
候
哉

ア
カ
ン
と
申
も
の
博
突
之
仲
間
二
御
座
候

（
本
文
）

私
儀
は

百
七

拾 支
弐 那
番 人
二 博
住 突
居 の
い 糺
た 書
し
ア

ヒ

ユー

と 百

申 七
者 支拾
二 那弐
御 人番
座ア
候ヒ

ユー

ア

カ

ン

私
儀
百
四
拾
八
番
二
住
居
い
た
し
ア
カ
ン
と
申
者
二
御
座
候

百
四
拾
八
番

支

那

人

仲
間
に
入
何
ケ
月
相
過
候
哉

凡

六

ケ

月

二

相

成

申

候

博
突
場
之
免
許
を
得
る
爲
誰
に
金
子
を
佛
ひ
候
哉

一
週
毎
に
支
配
人
之
廻
り
方
阿
安
と
申
者
に
三
弗
も
相
佛
ひ
一
ヶ
月
毎
に
ホ
リ
ー
ス

之
英
人
サ
ア
ー
セ
ン
江
一
ト
部
屋
毎
二
三
弗
ッ
、
相
佛
ひ
四
部
屋
有
之
候
間
一
ヶ
月

拾
弐
弗
相
佛
候
儀
二
御
座
候

今
一
卜
部
屋
誰
預
り
候
哉

サ
イ
ヘ
ン
と
申
も
の
預
り
居
候

今
一
ト
部
屋
は
誰

ア
ワ
イ
と
申
者
預
り
居
候

百
四
拾
八
番
二
而
部
屋
を
預
り
候
者
は
名
前
何
と
申
候
哉

誰
部
屋
を
預
り
候
哉
存
不
申
候
得
と
も
一
卜
部
屋
毎
二
頭
分
有
之
チ
ャ
ゥ
ト
ン
と
申

も

の

二

候

今
一
ト
部
屋
は
誰

ア
ワ
ン
と
申
者
預
り
居
候

右
両
人
之
外
江
も
金
を
相
沸
候
を
見
受
候
哉

右
之
外
二
は
見
受
候
儀
無
之
候

右
等
之
も
の
ホ
リ
ー
ス
江
金
を
佛
候
を
見
受
候
儀
有
之
哉

ホ
リ
ー
ス
英
人
サ
ワ
ー
ゼ
ン
竝
阿
安
江
相
佛
候

猶
承
る
右
サ
ワ
ー
ゼ
ン
竝
阿
安
之
外
江
も
金
を
相
佛
候
を
見
受
候
哉

私
竝
前
之
も
の
と
も
方
四
部
屋
の
頭
を
い
ふ
サ
ワ
ー
ゼ
ン
阿
安
之
外
江
も
相
佛
候
は
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如
何
し
て
ア
ヒ
ュ
か
金
を
佛
ひ
候
を
見
受
候
哉

私
之
朋
友
よ
り
承
知
い
た
し
候

チ
ア
ウ
ト
ン
と
申
外
二
も
同
人
之
名
有
之
候
哉

コ

ン

チ

ョ

ン

と

申

居

候

朋
友
之
名
前
を
何
と
申
候
哉

朋

友

一

転

申

居

候

何
程
相
佛
候
哉

外
磨
に
詰
居
候
支
那
人
二
候
哉

左

様

ニ

御

座

候

名
前
は
承
知
二
候
哉

一
向
存
不
申
候
右
之
外
支
那
人
通
司
ロ
ン
チ
ン
江
相
佛
申
候

ア
ヒ
ュ
方
金
を
佛
ひ
候
を
見
受
候
哉

一
転
と
申
候
而
は
相
分
り
兼
候
其
名
前
承
知
い
た
し
度
候

チ
ァ
ウ
ト
ン
と
申
者
よ
り
承
知
い
た
し
候

ア
ヒ
ユ
と
申
者
英
サ
ワ
ゼ
ン
竝
阿
安
梁
兆
勝
三
人
江
金
子
を
佛
候
を
見
受
申
候
佛
候

高
は
一
ケ
月
六
拾
弗
に
有
之
候

都
合
四
部
屋
方
一
ケ
月
拾
五
弗
ッ
、
相
佛
申
候
右
は
私
よ
り
直
二
相
渡
不
申
チ
ャ
ウ

ト
ン
と
申
も
の
、
手
を
經
て
相
渡
申
候
尤
チ
ヤ
ウ
ト
ン
よ
り
ロ
ン
チ
ン
江
金
を
相
渡

候
を
見
受
申
候

花
匠
之
衣
服
を
着
候
ホ
リ
ー
ス
江
相
佛
候
は
一
ト
部
屋
毎
に
弐
弗
ッ
、
相
佛
四
部
屋

二
而
八
弗
を
外
國
人
之
廻
り
方
花
匠
之
衣
服
を
着
し
候
も
の
江
相
佛
申
候

⑤
（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」

（
本
文
）

午
六
月
廿
七
日
へ
ン
ソ
ン
吟
味
書

博
突
場
江
は
日
本
人
獣
羅
巴
人
も
罷
越
候
哉

支

那

人

而

巳

二

有

之

候

一
、
其
方
仲
間
は
有
之
候
哉

一
、
マ
ロ
ン
と
申
も
の
有
之
候

一
、
何
程
之
高
を
佛
ひ
候
哉

一
、
私
よ
り
廻
り
方
江
賄
賂
之
た
め
に
マ
ロ
ン
江
相
佛
候
高
は
三
拾
弐
弗
半
二
候

一
、
相
佛
候
は
何
日
頃
二
候
哉

一
、
一
周
日
計
り
以
前
二
有
之
候

一
、
其
方
右
マ
ロ
ン
方
廻
り
方
之
も
の
江
金
を
遣
し
候
を
見
受
け
候
哉

一
、
左
様
ニ
御
座
候
マ
ロ
ン
よ
り
相
渡
候
を
見
受
申
候
外
ニ
ア
ヒ
ュ
江
も
相
渡
し
同

人

よ

り

ロ

ン

チ

ン

江

相

挑

申

候

一
、
右
二
付
ホ
リ
ー
ス
の
誰
江
歎
金
を
遣
し
候
儀
有
之
哉

一
、
仲
間
マ
ロ
ン
江
遣
し
同
人
よ
り
廻
り
方
之
も
の
へ
相
渡
候

一
、
其
方
何
業
を
い
た
し
居
哉

一

、

博

突

を

い

た

し

候

百
四
拾
七
番支

那
人

サ
イ
ヘ
ン
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⑥
（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」

一
、
其
他
相
佛
候
哉

一
、
誰
江
相
佛
ひ
候
哉

一
、
博
突
の
免
許
を
受
る
た
め
二
誰
江
歎
金
を
佛
ひ
候
哉

一

、

相

佛

申

候

一
、
其
方
何
業
を
い
た
す
哉

一
、
料
理
見
世
竝
博
突
い
た
し
博
突
部
屋
を
持
居
候
仲
間
を
サ
イ
ヘ
ン
と
申
候

一
、
博
突
場
江
日
本
人
参
り
候
哉

一
、
其
方
博
突
部
屋
を
預
り
候
哉

一
、
マ
ロ
ン
と
私
両
人
二
而
預
り
居
り
候

一
、
ア
ッ
イ
、
ア
ハ
ン
、
チ
ウ
ト
ン
何
れ
に
居
候
哉

一
、
存
不
申
尤
ア
ハ
ン
ニ
昨
日
百
四
拾
八
番
二
而
逢
申
候

一
、
其
外
二
は
仲
間
は
無
之
哉

一
、
仲
間
散
人
よ
り
外
無
之
候

（
本
文
）一

、
支
那
廻
り
方
江
七
弗
英
サ
ー
ゼ
ン
江
拾
弐
弗
半
相
佛
候

一
、
決
而
不
琴
候

百
四
拾
七
番支

那

人

マ
ウ
ロ
ン

⑦一
、
仲
間
有
之
哉

一
、
ア
ハ
ン
と
申
仲
間
有
之
候

一
、
何
を
い
た
し
居
哉

一
、
博
突
部
屋
を
持
居
候

一
、
ア
ヒ
ウ
は
何
れ
二
居
哉

一
、
百
七
拾
弐
番
二
居
凡
一
周
計
り
前
面
會
い
た
し
候

一
、
過
日
申
立
候
ロ
ン
チ
ン
よ
り
内
通
之
云
々
申
聞
候
趣
は
如
何

一
、
過
日
之
申
立
二
は
弐
拾
弗
ロ
ン
チ
ン
江
佛
ひ
候
と
申
只
今
拾
五
弗
佛
候
と
は
如
何

一
、
左
様
之
儀
申
立
候
儀
無
之
通
辨
之
違
ひ
と
被
存
候

一
、
其
方
ロ
ン
チ
ン
江
直
二
相
佛
ふ
事
有
之
哉

一
、
直
二
相
佛
ひ
候
事
無
之
候

一
、
何
頃
相
佛
ひ
候
哉

一
、
凡
一
周
日
計
り
以
前
二
有
之
候

一
、
ア
ヒ
ウ
方
兼
而
ロ
ン
チ
ン
ヵ
承
り
不
申
候
且
弐
拾
弗
ロ
ン
チ
ン
江
相
佛
候
事
決

而
無
之
拾
五
弗
相
佛
申
候

一
、
ア
ヒ
ウ
江
拾
五
弗
佛
ふ
其
他
二
佛
候
事
決
而
無
之
ア
ヒ
ウ
江
拾
五
弗
佛
ひ
候
は

通
詞
之
ロ
ン
チ
ン
江
相
佛
候
た
め
二
候

承
る

百
四
拾
八
番支

那
人

ア
カ
ン
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第
戴
拾
試
號
、
神
奈
川
縣
へ
支
那
人
阿
片
烟
取
締
方
照
會
ノ
往
翰

明

治

三

年

七

月

三

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

一
、
有
躰
二
申
立
へ
く
左
も
無
之
候
ハ
、
幾
日
二
而
も
入
牢
申
付
候
間
有
躰
二
可
申
立
此

程
申
立
候
と
は
大
二
相
違
い
た
し
候
一
々
有
躰
二
申
立
へ
し

一
、
只
今
申
立
候
通
り
之
儀
二
御
座
候

一
、
此
程
は
廻
り
方
江
相
佛
候
を
見
受
候
旨
申
立
候
虚
今
日
は
見
受
候
儀
無
之
旨
申
立
候

は
如
何
之
心
得
二
候
哉

一
、
博
突
之
仲
間
方
廻
り
方
之
も
の
江
渡
候
事
見
受
候
儀
決
而
無
之

一
、
不
見
受
し
て
チ
ヤ
ウ
ト
ン
方
金
を
桃
ふ
を
知
居
哉
且
最
前
直
二
相
佛
候
と
申
立
只
今

直
二
不
相
佛
趣
申
立
候
は
如
何
之
儀
二
候
哉

一
、
私
は
決
而
仲
間
之
も
の
方
金
を
相
佛
候
を
見
受
候
事
無
之
候

一
、
其
方
チ
ヤ
ウ
ト
ン
方
廻
り
方
江
佛
候
を
見
受
た
る
哉

一
、
一
切
見
受
候
事
無
之

一
、
其
金
は
皆
何
頃
佛
候
哉

一
、
一
ヶ
月
以
前
二
佛
ふ
右
金
不
残
百
四
拾
八
番
二
居
候
チ
ヤ
ウ
ト
ン
江
挑
ひ
同
人

よ

り

夫

々

廻

り

方

江

佛

申

候

一
、
其
外
に
も
誰
江
歎
金
を
相
佛
候
哉

一
、
其
他
二
は
決
而
相
佛
候
事
無
之

一
、
博
突
之
免
許
を
受
る
た
め
金
を
佛
候
儀
有
之
哉

一
、
支
那
之
廻
り
方
ア
ー
ン
と
申
も
の
江
一
周
日
毎
に
三
弗
ッ
、
英
廻
り
方
之
頭
江

一
ヶ
月
拾
弐
弗
英
廻
り
方
江
八
弗
挑
ふ
尤
自
分
之
佛
ひ
候
は
英
廻
り
方
之
内
江
相

佛

ふ

第
試
拾
三
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
支
那
人
竝
條
約
未
濟
國
人
盗
其
外
悪
事
セ
シ
際
虚
置
振
書

類

同

送

ノ

來

翰

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
七
月
三
日
達
ス
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

号
外
特
発
特
番
番
廿
外
秀
美
番
持
碁
番
秀
碁
餐
饗
外
饗
器
芳
井
特
番
暑
餐
升
吾

卿

大

丞

大

録

印

大

輔

權

大

丞

少

録

少

丞

印

權

少

丞

（
本
文
）

神

奈

川

縣

御

中

外

務

省

先
日
阿
片
烟
取
締
方
相
立
候
節
支
配
人
共
吟
味
之
手
續
等
ニ
付
御
雇
梁
兆
勝
頗
骨
折
候
由

然
ル
ー
同
人
は
其
本
國
人
を
罪
科
二
引
入
候
儀
故
諸
方
か
怨
敵
と
相
成
候
由
村
々
支
那
人

之
気
質
嫉
妬
深
キ
も
の
も
有
之
候
間
其
甚
シ
キ
ニ
至
候
而
は
暗
襲
等
之
患
無
之
と
も
難
申

右
二
付
而
は
當
人
之
用
心
は
勿
論
御
雇
中
異
変
有
之
而
は
政
府
之
御
威
光
二
も
拘
り
候
間

保
護
方
御
心
附
有
之
様
存
候

一
、
支
那
人
取
締
之
儀
二
付
而
は
諸
事
嚴
重
二
可
心
附
は
勿
論
之
事
二
候
得
共
阿
片
等
之

事
方
兎
角
物
情
不
穏
此
先
徒
黛
一
致
之
兆
有
之
由
彌
左
様
相
成
而
は
詰
り
外
國
人
之
儀

御
虚
置
方
二
手
數
可
相
掛
候
間
篤
と
詮
議
を
遂
け
假
二
も
騨
合
徒
黛
ケ
間
敷
躰
相
見
候

ハ
、
速
二
鎮
静
い
た
し
其
僻
習
之
起
ら
さ
る
様
御
心
附
可
被
成
候

一
、
支
那
人
竝
西
洋
人
博
突
會
所
躰
之
も
の
取
建
日
々
集
會
い
た
し
居
候
場
所
有
之
候
由

右
は
住
之
場
所
二
而
其
所
爲
如
何
之
躰
二
候
也
御
探
索
之
上
御
申
越
可
被
成
候
右
件
々
御

掛
合
お
よ
ひ
候
也

午

七

月

三

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

（
本
文
）

明
治
三
年
七
月
廿
六
日

－64－



十
十
十
十
十
＋
＋
＋
十
十
十
十
十
十
十
十
＋
＋
＋
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十

附
属
○
神
奈
川
縣
ョ
リ
伺
書

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
刑
部
省
江
之
伺
書
嶌
」

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

横
濱
表
在
留
支
那
人
竝
條
約
未
濟
國
人
盗
其
外
悪
事
い
た
し
候
節
御
仕
置
取
計
方
伺
書

支
那
人
竝
條
約
未
濟
國
之
も
の
當
地
在
留
中
盗
其
外
悪
事
有
之
候
節
差
押
吟
味
仕
置
等
取

計
方
之
儀
は
西
洋
千
八
百
六
拾
七
年
第
十
一
月
中
薑
政
府
と
外
國
公
使
と
之
間
二
取
結
有

之
候
居
留
地
取
締
約
書
中
第
四
ケ
條
別
紙
之
趣
意
二
基
キ
右
吟
味
之
節
各
國
岡
士
爲
立
會

罪
状
相
糺
御
國
律
二
見
合
死
刑
已
上
二
見
込
候
も
の
ハ
御
仕
置
之
儀
御
國
人
同
様
伺
之
上

取
計
死
刑
已
下
之
分
も
御
國
人
同
様
之
律
を
以
手
限
二
て
御
答
等
申
付
尤
難
決
分
は
其

時
々
相
伺
候
積
二
有
之
右
二
て
可
然
哉
條
約
未
濟
國
之
も
の
御
仕
置
等
申
付
方
兼
而
之
伺

濟
無
之
候
間
相
伺
御
外
國
關
係
之
儀
二
付
外
務
省
御
合
議
之
上
至
急
御
差
圖
有
之
候
様
致

度
此
段
奉
伺
候
以
上

明

治

三

庚

午

年

七

月

廿

六

日

神

奈

川

縣

井

關

權

知

事

印

支
那
人
竝
條
約
未
濟
國
人
盗
其
外
悪
事
い
た
し
候
節
御
仕
置
取
計
方
別
紙
之
通
刑
部
省
江

相
伺
候
間
爲
御
心
得
書
類
差
進
此
段
申
入
候
也

庚

午

七

月

廿

六

日

神

奈

川

縣

外

務

省

御

中

十

十

十

十

十

十

十

十

一

一

二

一

一

一

二

｜

圭

一

圭

‐

圭

‐

一

‐

圭

十

附
璃
○
各
國
公
使
ト
取
結
セ
シ
居
留
地
約
定
書

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
書
き
込
み
）
「
千
八
百
六
十
七
年
第
十
一
月
中
英
外
三
ヶ
國
公
使
と
奮
幕
府
閣
老
と
取

卿

印

大
輔

印

議
判

印

辨
理

印

十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
十
十

附
属
○
同
断
義
課

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

前

同

断

義

課

第
四
條
神
奈
川
縣
知
事
（
但
シ
知
事
ハ
前
條
二
言
ヘ
ル
取
締
役
ノ
勧
言
及
上
補
助
竝
二
又

外
國
コ
ン
シ
ュ
ル
等
ヨ
リ
得
ル
ヘ
キ
勧
言
等
ヲ
以
テ
事
ヲ
執
ル
）
ハ
前
條
二
言
ヘ
ル
居
留

地
即
チ
神
奈
川
港
内
二
居
住
ノ
支
那
人
其
他
條
約
未
濟
國
ノ
人
民
等
二
刑
法
、
民
法
ノ
ニ

ッ
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ

＋
＋
＋
＋
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

〈
附
属
○
同
断
直
讓
〉

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」
~

（
本
文
）

前

同

断

直

讓

第
四
前
條
二
言
ヘ
ル
取
締
役
ノ
勧
言
及
上
補
助
竝
二
又
外
國
コ
ン
シ
ユ
ル
等
ヨ
リ
得
ル
ヘ

キ
勧
言
等
ヲ
以
テ
事
ヲ
執
ル
虚
ノ
神
奈
川
ノ
「
ゴ
ー
フ
ル
ノ
ル
」
ハ
前
二
言
へ
ル
居
留
地

ノ
内
即
チ
神
奈
川
港
ノ
内
二
居
住
ス
ル
支
那
人
其
他
條
約
未
濟
國
ノ
人
民
等
二
刑
法
、
民

法
ノ
ニ
ッ
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ

結

候

居

留

地

約

定

書

蔦

」

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

第
四
神
奈
川
縣
ノ
知
事
ハ
前
條
二
言
ヘ
ル
取
締
役
ノ
勧
言
補
助
竝
二
又
外
國
コ
ン
シ
ユ
ル

等
ヨ
リ
得
ル
ヘ
キ
勧
言
等
ヲ
以
テ
事
ヲ
執
リ
ッ
、
前
二
言
ヘ
ル
居
留
地
即
チ
神
奈
川
ノ
港

内
二
居
住
ノ
支
那
人
其
他
條
約
未
濟
國
ノ
人
民
等
二
刑
法
、
民
法
ノ
ニ
ッ
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ
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第
戴
拾
四
號
、
刑
部
省
ョ
リ
前
件
別
冊
試
冊
同
送
見
込
問
合
ノ
來
翰
但
別
冊
脱
ス

秀

廿

番

讐

特

筈

筈

秀

升

升

升

廿

特

持

碁

特

芳

井

升

升

廿

骨

弄

播

特

特

需

芳

井

饗

卿

印

大

輔

議

判

印

辨

理

印

（
本
文
）

支
那
人
竝
條
約
未
濟
國
之
も
の
神
奈
川
港
在
留
中
盗
其
外
悪
事
有
之
候
節
仕
置
等
取
計
方

之
儀
二
付
神
奈
川
縣
井
關
權
知
事
方
伺
出
候
二
付
御
省
御
見
込
之
儀
承
知
致
度
候
間
別
冊

二
通
御
廻
し
申
入
候
早
速
御
同
答
有
之
度
候
也

庚

午

七

月

廿

八

日

刑

部

省

外

務

省

御

中

尚
以
別
冊
二
通
は
本
紙
二
付
御
回
答
之
節
御
返
被
下
有
之
度
候
也

第
戴
拾
五
號
、
刑
部
省
へ
前
件
神
奈
川
權
知
事
伺
ノ
通
り
異
存
ナ
キ
旨
同
答
ノ
往
翰

明

治

三

年

八

月

五

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
刑
部
省
」
罫
紙

（
本
文
）

刑

部

省

御

中

外

務

省

神
奈
川
縣
井
關
權
知
事
方
伺
出
候
條
約
未
濟
國
人
悪
事
い
た
し
候
節
取
計
虚
置
振
之
儀
當

省
見
込
御
間
合
之
虎
右
は
井
關
權
知
事
伺
之
通
二
而
可
然
様
存
候
間
別
紙
相
添
御
同
答
お

よ
ひ
候
也

庚

午

八

月

五

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「

（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」

（
付
菱
）
「
神
奈
川
ハ
此
日
迄
一
一
而
可
然
外
各
港
ハ
左
様
と
ハ
参
り
兼
候
旨
返
書
可
遺
事
」

（
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
刑
部
省
」
罫
紙

（
末
尾
加
筆
）

右
回
答
八
月
五
日
達

明
治
三
年
七
月
廿
八
日

第
戴
拾
六
號
、
神
奈
川
縣
へ
雇
入
支
那
人
梁
兆
外
壹
人
取
締
方
見
込
問
合
ノ
往
翰

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
達
濟
」
「
七
月
廿
五
日
」

（
欄
外
印
）
「
校
合
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

特

骨

持

碁

骨

骨

特

番

筈

汁

特

筈

鈴

耗

労

苦

讐

汁

讐

外

骨

井

特

発

器

特

発

号

外

美

芳

卿

印

大

輔

議

判

印

辨

理

（
本
文
）

神

奈

川

縣

御

中

外

務

省

阿
片
煙
取
締
方
相
立
候
節
支
那
人
共
吟
味
之
手
續
等
ニ
付
御
雇
梁
兆
勝
骨
折
候
由
同
人
ハ

其
本
國
人
罪
科
二
引
入
候
儀
故
怨
敵
と
相
成
暗
襲
等
之
患
も
難
計
候
二
付
云
々
申
遣
候
御

返
書
去
十
九
日
到
來
披
閲
い
た
し
候
虚
右
書
中
博
突
い
た
し
候
支
那
人
竝
二
賄
賂
受
ヶ
候

梁
兆
勝
竝
取
締
西
洋
人
之
虚
置
ハ
如
何
と
御
見
込
二
可
有
之
哉
承
知
い
た
し
度
早
々
御
申

越
し
有
之
度
此
段
申
遣
候
也

七

月

廿

五

日

第
試
拾
七
號
、
神
奈
川
縣
ョ
リ
前
件
支
那
人
梁
兆
取
締
方
云
々
同
答
ノ
來
翰
但
往
翰
脱
ス

明

治

三

年

八

月

十

八

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
二
百
壱
號
」

（
欄
外
印
）
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」
「
校
合
濟
」

骨

号

升

丹

持

秀

讐

骨

骨

秀

饗

号

外

升

碁

升

暑

骨

番

器

持

碁

將

芳

苦

労

器

苦

汁

碁

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

印

（
本
文
）

（
『
編
者
付
言
』
）
「
別
紙
ハ
三
年
七
月
廿
六
日
神
奈
川
縣
ノ
來
書
中
二
了
前
出
二
付
弦

二

略

ス

」

明
治
三
年
七
月
廿
五
日
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（
欄
外
書
き
込
み
）
「
二
百
四
十
九
號
」
「
八
月
廿
五
日
」

（
欄
外
印
）
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」
「
罵
濟
」

（
付
菱
）
「
柳
原
殿
へ
書
送
と
承
此
事
も
加
書
す
へ
し
香
港
へ
送
る
入
費
ハ
何
様
之
虚
方

出

候

哉

承

り

可

遣

候

事

」

碁
餐
秀
特
番
骨
讐
器
砦
骨
苦
升
饗
骨
番
升
升
苦
番
骨
饗
升
外
暑
苦
特
待
骨
暴
筈
併

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

印

（
本
文
）

當
縣
居
留
支
那
人
之
内
小
罪
を
犯
し
候
も
の
一
二
ケ
月
入
牢
之
上
船
便
之
節
香
港
等
江
差

送
り
候
儀
之
虚
再
度
渡
來
要
業
相
働
候
も
の
も
有
之
哉
之
趣
二
付
右
罪
人
入
牢
之
上
全
禮

罵
眞
一
一
取
香
港
江
向
ケ
追
放
い
た
し
右
罵
眞
は
犯
罪
之
始
末
相
記
各
港
江
相
達
置
再
來
候

ハ
、
當
罰
を
加
へ
香
港
江
追
放
候
積
り
取
極
此
程
既
二
犯
罪
之
支
那
人
雨
人
有
之
嶌
眞
二

取
各
港
江
相
達
候
依
之
支
那
人
罪
状
書
相
添
此
段
申
進
置
候
也

午

八

月

廿

五

日

神

奈

川

縣

外

務

省

御

中

博
突
い
た
し
候
支
那
人
御
雇
梁
兆
勝
竝
取
締
西
洋
人
賄
賂
受
候
虎
置
は
如
何
之
見
込
二
候

哉
御
問
合
之
趣
致
承
知
右
は
博
突
い
た
し
候
支
那
人
再
應
吟
味
い
た
し
候
虚
梁
兆
勝
等
へ

賄
賂
差
出
候
は
朋
友
之
支
那
人
よ
り
承
り
お
よ
ひ
候
迄
之
儀
二
而
其
朋
友
之
支
那
人
探
索

い
た
し
候
所
何
れ
へ
か
逃
去
行
衛
不
相
知
然
る
上
ハ
確
證
も
無
之
罰
候
課
二
も
相
成
兼
候

間
風
聞
不
宜
廉
を
以
梁
兆
勝
初
督
責
い
た
し
向
後
正
直
二
相
勤
候
様
ベ
ン
ソ
ン
″
嚴
敷
爲

第
戴
拾
八
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
支
那
人
犯
罪
ノ
者
虚
置
振
通
知
ノ
來
翰

明

治

三

年

八

月

廿

五

日

右
御
報
如
斯
候
也

午

八

月

十

八

日

外

務

省

御

中

申
談
候
儀
二
有
之
候

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

附
属
○
支
那
人
ア
シ
ン
外
壹
人
所
罰
書

神
奈
川
縣

第
戴
拾
九
號
、
神
奈
川
縣
へ
前
件
支
那
香
港
等
へ
指
送
リ
ノ
際
入
費
出
方
間
合
ノ
往
翰

明

治

三

年

八

月

廿

八

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
八
月
廿
八
」
「
二
百
六
十
弐
號
」

（
欄
外
印
）
『
罵
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

蕎

甚

秀

芙

外

暑

骨

讐

針

苦

秀

餐

升

丹

芳

井

升

普

升

廿

井

番

碁

受

番

饗

特

餐

筈

特

番

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

印

（
本
文
）

神

奈

川

縣

御

中

外

務

省

午
八
月
廿
八
日
達
濟

御
縣
居
留
之
支
那
人
之
内
小
罪
を
犯
し
候
も
の
一
二
ケ
月
入
牢
之
上
船
便
之
節
香
港
等
江

差
送
り
候
儀
二
付
云
々
御
申
越
之
趣
承
知
い
た
し
候
右
送
り
遣
し
候
入
費
出
方
之
儀
ハ
如

何
様
之
虎
か
出
哉
且
送
り
先
江
送
り
状
二
而
も
御
遣
し
相
成
候
事
二
候
哉
委
細
承
知
い
た

し
度
否
御
取
調
候
申
越
し
有
之
度
此
段
申
入
候
也

庚

午

八

月

支

那

人

ア

ジ

ー

右
之
も
の
第
百
三
拾
六
番
外
國
人
住
宅
お
ゐ
て
錠
竝
鉄
器
盗
取
候
始
末
不
埒
二
付
一
ケ
月

入
牢
之
上
八
月
朔
日
香
港
江
向
ケ
追
放
す

右
は
横
濱
元
町
壹
丁
目
八
百
屋
渡
世
伊
三
郎
方
江
ア
シ
ン
罷
越
茄
子
九
百
文
買
取
銭
箱
江

入
置
候
金
札
四
雨
三
朱
盗
取
候
始
末
不
埒
二
付
一
ケ
月
入
牢
之
上
八
月
朔
日
香
港
江
向
ケ

追
放
す

・
画
面
一
匁
詞
■
二
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十

附
属
○
支
那
人
ア
シ
ン
外
壹
人
所
罰
書

く
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

支
那
人
ア
シ
ン
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第
三
拾
壹
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
支
那
人
犯
罪
ノ
際
取
扱
規
則
取
拾
ヲ
乞
う
旨
ノ
書
翰

明

治

三

年

九

月

三

日

附

属

○

神

奈

川

縣

知

事

ョ

リ

英

佛

領

事

ヘ

ノ

書

翰

○

英

領

事

ヨ

リ

神

奈

川

縣

知

事

ヘ

ノ

返

書

○

佛

領

事

ョ

リ

神

奈

川

縣

知

事

ヘ

ノ

返

書

○

各

國

領

事

ヨ

リ

ノ

來

翰

○

省

評

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
三
百
二
十
弐
號
」

此
候
也庚

午

十

月

二

日

神

奈

川

縣

外

務

省

御

中

第
三
拾
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
前
件
入
費
云
々
回
答
ノ
來
翰

明

治

三

年

十

月

二

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
五
百
四
十
八
號
」
「
十
月
二
日
」

（
欄
外
印
）
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

碁
骨
芳
芳
井
特
普
特
番
特
甚
器
讐
廿
骨
餐
升
井
芳
饗
芳
井
井
讐
升
外
碁
苦
美
普
讐

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

印

（
本
文
）

當
縣
居
留
支
那
人
之
内
小
罪
を
犯
し
候
も
の
入
牢
之
上
香
港
江
差
送
候
入
費
出
方
竝
送
方

手
績
之
儀
御
問
合
之
趣
承
知
い
た
し
候
右
は
犯
罪
之
支
那
人
差
戻
し
候
入
費
之
儀
當
縣
出

張
之
出
納
司
か
受
取
遣
ひ
佛
候
儀
二
有
之
候
尤
條
約
未
濟
國
人
之
裁
判
料
竝
支
那
人
方
取

立
候
過
料
銀
有
之
候
へ
と
も
右
之
内
方
遣
ひ
佛
候
鐸
二
は
無
之
右
銀
は
出
納
司
江
相
納
刑

法
入
費
別
段
受
取
候
儀
二
有
之
候
且
當
人
江
篤
と
申
諭
し
飛
脚
船
々
主
請
合
之
證
書
取
候

而
巳
二
て
別
段
送
り
状
ハ
不
相
渡
旅
客
同
様
二
爲
乘
組
差
戻
し
候
儀
二
有
之
候
右
御
報
如

一

一

一

一

一

一

一

一

二

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

附
属
○
神
奈
川
縣
知
事
ヨ
リ
英
佛
領
事
ヘ
ノ
書
翰

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

以
手
紙
致
啓
達
候
然
は
千
八
百
七
十
年
第
十
月
之
居
留
取
締
規
則
書
第
四
ケ
條
二
有
之
支

那
竝
條
約
未
濟
國
之
人
民
罪
科
有
之
神
奈
川
縣
尹
吟
味
之
節
各
國
御
同
僚
御
立
會
之
儀
死

刑
以
上
は
格
別
左
も
無
之
小
罪
を
犯
し
候
吟
味
裁
断
い
た
し
候
儀
御
同
僚
御
立
會
無
之
可

然
竝
外
國
人
二
被
召
仕
候
支
那
人
未
濟
國
人
は
死
刑
以
下
に
て
も
廉
立
候
吟
味
之
節
は
其

雇
主
之
岡
士
而
巳
御
立
會
申
入
可
然
趣
外
御
同
僚
御
同
意
二
而
御
掛
合
有
之
候
右
は
貴
下

前
書
之
趣
御
同
意
之
有
無
致
承
知
度
其
未
外
務
省
江
申
立
候
儀
有
之
候
否
早
々
承
知
い
た

し
度
右
之
趣
得
御
意
候
以
上

（
欄
外
印
）
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

苦
骨
養
骨
特
秀
美
番
持
碁
持
碁
特
併
番
暑
讐
丹
升
針
苦
養
番
善
外
装
苦
骨
特
番

卿

印

大

輔

議

判

印

辨

理

（
本
文
）

千
八
百
六
十
七
年
第
十
月
居
留
地
取
締
之
規
則
書
第
四
ケ
條
二
有
之
候
條
約
未
濟
國
之
人

民
竝
支
那
人
民
罪
科
有
之
神
奈
川
縣
應
お
ゐ
て
吟
味
之
節
各
國
岡
士
立
會
候
儀
死
罪
以
上

は
格
別
左
も
無
之
小
罪
を
犯
し
候
未
濟
國
人
支
那
人
等
は
各
岡
士
江
不
申
入
吟
味
裁
判
い

た
し
可
然
云
々
之
趣
別
紙
之
通
り
各
岡
士
方
書
翰
を
以
申
立
至
極
便
宜
有
之
候
虚
英
佛
岡

士
名
前
無
之
候
間
右
之
趣
を
以
及
掛
合
候
虚
不
同
意
之
趣
別
紙
之
通
り
申
越
候
右
は
第
四

ヶ
條
規
則
二
基
候
ハ
韓
支
那
人
共
す
り
又
は
持
逃
小
盗
等
い
た
し
候
儀
日
々
雨
三
度
も
有

之
右
等
之
儀
を
其
都
度
各
岡
士
江
申
入
立
會
吟
味
い
た
し
候
儀
二
立
至
り
候
而
は
隻
方
之

手
數
而
巳
相
掛
り
岡
士
お
ゐ
て
も
煩
敷
不
益
之
儀
二
可
有
之
殊
二
小
罪
之
も
の
裁
断
捗
取

方
も
不
宜
何
分
事
實
二
難
行
候
間
前
書
各
岡
士
申
立
之
趣
二
取
直
し
度
其
段
更
各
公
使
江

御
談
判
第
四
ヶ
條
規
則
御
取
控
相
成
候
様
い
た
し
度
依
之
往
復
書
翰
罵
添
此
段
及
御
掛
合

候
也

午

九

月

三

日

神

奈

川

縣

外

務

省

御

中
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十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

一

王

二

二

十

十

十

十

十

○
佛
領
事
ヨ
リ
神
奈
川
縣
知
事
へ
ノ
返
書

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

當
八
月
廿
四
日
附
御
書
翰
落
手
千
八
百
六
十
七
年
中
會
議
之
上
取
極
た
る
第
四
ケ
條
目
御

改
革
之
儀
御
問
合
之
趣
意
得
と
懇
検
仕
候
何
分
當
御
改
革
之
事
件
伏
命
仕
兼
候
間
就
て
ハ

十
十
十
十
＋
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
＋
十

○
英
領
事
ョ
リ
神
奈
川
縣
知
事
ヘ
ノ
返
書

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

（
本
文
）

課

文

第
七
拾
弐
號

以
手
紙
致
啓
上
候
然
は
去
月
廿
八
日
之
御
書
状
落
手
い
た
し
候
條
約
未
濟
國
之
人
民
縣
應

二
お
ゐ
て
御
吟
味
之
節
重
罪
之
事
件
耳
各
國
岡
士
立
會
可
申
竝
二
外
國
人
召
使
之
條
約
未

濟
國
人
は
其
傭
主
之
岡
士
而
巳
立
會
可
然
存
候
趣
外
同
僚
よ
り
申
進
候
二
付
拙
者
も
外
同

僚
と
同
意
二
有
之
哉
之
旨
御
申
越
然
ル
虚
拙
者
之
存
意
は
右
反
對
二
而
惣
而
相
手
方
と
し

て
條
約
未
濟
國
人
御
吟
味
可
被
成
事
件
有
之
節
は
其
事
件
之
輕
重
二
不
拘
是
迄
之
通
前
以

而
御
報
知
被
成
候
様
い
た
し
度
此
段
貴
答
妾
得
御
意
候
以
上

庚

午

八

月

廿

三

日

英

國

岡

士

ロ

ッ

セ

ル

ロ

ベ

ル

ト

リ

ン

庚
午
八
月
廿
三
日

井

關

權

知

縣

事

中

野

大

参

縣

事

櫻

田

大

琴

縣

事

午
七
月
廿
八
日

英
佛
岡
士
閣
下

貴
下

井中櫻
關野田
權大大
知参参
縣縣縣
事事事

十
十
十
十
＋
＋
＋
十
十
＋
十
十
十
＋
十
十
十
＋
＋
＋
＋
＋
十
十
十
十
十
十
十

○
省
評

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

丹
普
升
升
笑
番
外
番
特
労
梼
骨
饗
暑
廿
外
外
装
番
号
特
碁
番
番
外
苦
号
骨
井
汁
升

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

（
付
菱
）
「
参
考
」

（
本
文
）

＋
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十

○
各
國
領
事
ヨ
リ
ノ
來
翰

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
爲
濟
」

（
本
文
）

千
八
百
六
十
七
年
第
十
月
之
規
則
書
第
四
ケ
條
二
有
之
候
日
本
と
條
約
未
濟
國
之
人
民
罪

科
有
之
神
奈
川
縣
尹
御
吟
味
之
節
各
國
岡
士
江
御
相
談
相
成
候
儀
は
死
罪
を
犯
し
候
者
ニ

マ

マ

而
無
餘
儀
節
は
格
別
左
も
無
之
支
那
人
等
少
々
之
罪
科
を
犯
し
候
事
杯
二
而
は
各
國
岡

士
江
御
相
談
も
御
不
用
之
様
存
候
且
又
外
國
人
二
被
傭
候
支
那
人
日
本
之
法
度
を
犯
候
節

は
其
雇
主
之
岡
士
江
吟
味
之
節
立
會
相
願
可
然
存
候
此
段
得
御
意
候
也

瑞

西

岡

士

總

監

シ

ブ

レ

ン

ワ

ル

ド

北

独

乙

列

國

岡

士

エ

ド

ラ

イ

ス

和

蘭

岡

士

タ

ブ

リ

ウ

ハ

ン

デ

ル

タ

ッ

ク

白

耳

義

副

岡

士

勤

方

ゲ

イ

セ

ン

ヘ

ー

メ

ル

以

太

利

副

岡

士

勤

方

エ

フ

ブ

ロ

ン

葡

萄

牙

岡

士

イ

ロ

レ

ー

ロ

米

國

岡

士

レ

ミ

ュ

ー

ル

ラ

イ

オ

ン

貴
下
是
迄
之
通
御
保
全
有
之
度
拙
者
於
而
ハ
良
答
之
儀
と
奉
存
候
謹
言

千

八

百

七

十

年

第

九

月

二

日

佛

國

コ

ン

シ

ュ

ル

ヲ

ス

カ

ル

コ

ロ

ー

神

奈

川

縣

全

權

井

關

權

知

事

貴

下
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参

考

省

中

廻

條
約
未
濟
國
之
人
民
悪
事
有
之
節
重
罪
之
も
の
は
各
岡
士
立
會
輕
罪
之
も
の
は
不
及
其
儀

其
雇
主
之
岡
士
而
巳
吟
味
之
節
立
會
候
儀
英
佛
雨
岡
士
異
存
其
餘
各
岡
士
ハ
同
意
之
旨
神

奈
川
縣
よ
り
申
越
右
は
實
二
無
益
之
手
數
二
而
長
崎
兵
庫
等
お
い
て
も
立
會
な
く
取
扱
居

候
由
二
而
犯
科
之
も
の
夫
か
爲
裁
断
遅
延
お
よ
ひ
病
死
等
之
も
の
出
來
候
而
は
御
仕
置
之

詮
も
薄
不
可
然
候
間
右
は
米
外
六
ケ
國
と
同
意
相
成
候
様
英
佛
雨
公
使
へ
御
談
判
有
之
度

候
事

庚

午

九

月

五

日

第
三
拾
戴
號
、
新
潟
縣
ヨ
リ
支
那
人
取
締
向
同
答
ノ
來
翰

明

治

三

年

九

月

十

九

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
新
潟
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
九
月
十
九
日
到
來
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

針

升

秀

讐

骨

番

号

汁

番

号

碁

番

筈

特

番

番

芳

井

番

外

升

番

外

秀

餐

讐

妥

碁

号

骨

升

卿

印

大

輔

議

判

印

辨

理

（
本
文
）

當
港
寄
寓
支
那
人
取
締
向
之
儀
二
付
去
ル
ー
月
中
及
御
問
合
其
後
御
省
よ
り
各
公
使
江
御

應
答
濟
之
上
治
定
之
儀
御
達
可
有
之
積
之
虚
今
般
横
濱
お
ゐ
て
支
那
人
刑
律
相
定
り
候
段

通
達
有
之
候
妾
向
後
は
更
二
取
締
筋
相
立
候
様
い
た
し
度
就
而
ハ
前
條
各
公
使
江
之
御
應

答
濟
早
々
御
報
知
有
之
候
様
い
た
し
度
候

當
港
遊
歩
規
程
之
儀
二
就
而
ハ
當
春
中
方
屡
御
問
合
お
よ
ひ
其
後
役
員
出
京
之
節
モ
御
示

談
申
候
虚
干
今
御
報
無
之
且
又
在
留
岡
士
等
よ
り
も
何
は
不
申
出
候
へ
は
今
般
管
内
邨
替

モ
相
濟
候
二
付
至
急
治
定
不
致
候
而
は
取
締
筋
二
も
拘
り
不
都
合
二
付
猶
又
各
公
使
江
御

引
合
之
上
速
二
御
決
定
相
成
候
様
致
し
度
存
候

右
雨
件
猶
又
御
掛
合
お
よ
ひ
候
は
至
急
御
報
有
之
度
候
也

庚

午

九

月

五

日

新

潟

縣

外

務

省

御

中

第
三
拾
三
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
支
那
人
戸
籍
入
免
状
料
取
立
方
通
知
ノ
來
翰

明

治

三

年

閏

十

月

廿

四

日

附

属

○

支

那

人

人

員

麗

書

○

神

奈

川

縣

知

参

事

ョ

リ

各

國

領

事

ヘ

ノ

書

翰

○

布

告

○

漢

文

布

告

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
九
百
八
號
」
「
十
月
廿
四
日
」

（
欄
外
印
）
「
爲
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

升

暑

骨

掛

番

餐

特

番

筈

秀

番

外

饗

骨

餐

芳

井

升

井

筈

器

特

番

甚

苦

特

番

妥

善

暑

美

卿

印

議

判

印

辨

理

（
本
文
）

支
那
人
戸
籍
入
免
状
料
取
立
方
毎
年
第
一
月
一
日
方
第
十
二
月
三
十
一
日
迄
一
ヶ
年
期
限

二
有
之
候
虚
以
來
六
ケ
月
期
限
竝
三
等
免
状
料
各
壹
弗
ッ
、
此
度
増
加
取
極
別
紙
之
通
布

告
い
た
し
候
間
爲
御
心
得
申
遣
置
候
也

庚

午

閏

十

月

廿

四

日

神

奈

川

縣

外

務

省

御

中

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

一

工

一

一

王

一

一

二

一

十

十

十

十

十

十

附
属
○
支
那
人
人
員
篭
書

く
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

千
八
百
六
十
九
年
第
十
二
月
一
日
方
千
八
百
七
十
年
第
十
一
月
三
十
日
迄
居
留
地
取
締
役

所
之
名
籍
二
入
候
支
那
人
之
數
員
鎚

洋

拾

五

弗

ッ

、

差

出

候

者

三

拾

六

人

合

洋

五

百

四

拾

弗

洋

七

弗

ッ

、

之

者

六

拾

三

人

合

洋

四

百

四

拾

壱

弗
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○
布
告

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

「
神
奈
川

布

告

當
神
奈
川
横
濱
港
在
留
之
支
那
人
民
ハ
來
ル
第
十
二
月
一
日
が
同
三
十
一
日
迄
之
内
二
居

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

○
神
奈
川
縣
知
参
事
ヨ
リ
各
國
領
事
へ
ノ
書
翰

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
別
紙
」
「
罵
濟
」

（
本
文
）

以
手
紙
啓
達
い
た
し
候
然
は
支
那
竝
未
盟
國
人
戸
籍
料
以
來
毎
年
第
六
月
十
二
月
両
度
二

取
立
方
可
致
則
半
年
之
戸
籍
料
當
人
竝
店
伴
頭
は
八
弗
蔵
預
り
小
店
當
人
四
弗
有
之
外
ハ

戴
弗
シ
、
取
立
候
積
二
有
之
候
間
貴
國
人
民
之
内
支
那
人
召
抱
江
居
候
も
の
江
御
普
告
被

下
度
此
段
以
同
妾
得
御
意
候
以
上

庚

午

閏

十

月

十

日

櫻

田

大

蓼

縣

事

〒
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
＋
十
十
十
十
一
十
十
十
十
一
十
十
一

皿

櫻
田
大
蓼
縣
事

洋

三

弗

シ

、

之

者

九

百

○

三

人

合

洋

試

千

七

百

○

九

弗

惣

計

人

數

千

○

○

弐

人

洋

銀

三

千

六

百

九

拾

弗

是
迄
洋
三
弗
を
佛
ひ
來
候
者
ハ
六
ケ
月
毎
二
戴
弗
ッ
、
壹
ケ
年
毎
二
四
弗
ッ
、
相
佛
可
申

事是
迄
七
弗
之
者
ハ
六
ケ
月
毎
二
四
弗
ッ
、
一
ケ
年
八
弗
相
沸
可
申
事

是
迄
拾
五
弗
之
者
ハ
六
ケ
月
毎
二
八
弗
ッ
、
一
ケ
年
拾
六
弗
相
佛
可
申
事

各
國
岡
士
貴
下

赤
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
一

二
＋
十
十
＋
十
十
＋
＋
＋
十
一

縣
」
罫
紙

中
野
外
務
權
大
丞

井
關
知
縣
事

十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
＋
十
十
十
＋
＋
＋
＋
＋
＋
十
十
十
十
圭

一
十
十
十
十

凡
清
國
籍
民
來
往
干
本
港
者
無
論
何
等
身
分
本
月
初
九
日
爲
首
限
三
十
五
天
内
必
當
親
來

投
名
子
本
公
署
圖
籍
以
得
名
牌
而
遵
我
法
令
受
我
保
護
無
此
牌
者
發
罷
之
日
嚴
行
虚
治
概

＋
＋
十
十
十
十
一
一

王

’
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
一
幸

’
十
十
十
十
十
十

○
漢
文
布
告

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

（
付
菱
）
「
居
留
地
掛
り
ハ
土
木
の
事
二
拘
候
を
以
て
工
部
局
と
課
せ
し
も
の
一
一
候
哉
工

部
局
に
て
在
留
の
支
那
人
を
管
轄
す
る
は
既
二
不
穏
名
義
な
り
況
ん
や
今
般
工

部
省
を
被
置
候
上
ハ
尤
不
該
二
層
す
べ
し
早
速
返
書
二
心
附
遣
す
へ
し
印
」

（
本
文
）

聞
説
横
濱
開
港
以
來
或
有
未
盟
國
民
私
附
同
盟
國
民
而
來
者
清
國
人
最
爲
多
突
間
有
檀
開

舗
店
以
管
生
業
者
況
有
困
乏
無
告
之
徒
誰
謀
百
出
以
害
同
盟
國
民
不
爲
不
少
等
由
甚
爲
不

該
本
當
逐
名
査
問
遅
同
本
國
只
伯
該
輩
一
旦
進
退
維
谷
呼
縮
之
聲
喧
起
亦
覺
不
忍
爲
也
蓋

観
天
下
萬
國
大
勢
互
相
交
通
往
來
之
便
一
時
萬
干
開
港
之
地
者
随
虚
随
有
此
固
理
之
所
致

目
下
常
事
也
故
照
萬
國
公
法
從
權
黙
許
該
人
民
等
寓
居
本
港
如
有
孤
客
孑
然
一
身
冒
渉
萬

里
槍
海
而
來
無
如
仰
遵
其
國
法
令
葬
依
無
門
孤
掌
難
鳴
者
宜
垂
仁
政
普
加
憐
伽
至
如
好
徒

刀
民
犯
法
背
教
而
害
良
民
者
應
照
國
律
嚴
行
懲
治
汝
等
未
盟
國
民
各
須
洞
悉
競
々
遵
守
決

勿

有

誤

此

諭

明

治

三

午

年

閏

十

月

神

奈

川

縣

工

部

局

留
地
取
締
役
所
江
出
頭
い
た
し
是
迄
所
持
之
名
籍
手
形
致
引
替
可
申
事

以
後
右
手
形
ハ
毎
年
第
六
月
竝
第
十
二
月
二
引
替
可
申
右
半
年
分
税
銀
ハ
左
之
通
二
有
之

候

一

洋

銀

八

弗

支

那

商

人

竝

支

配

人

一

同

四

弗

金

目

利

人

蔵

番

人

竝

小

見

世

主

人

一

同

試

弗

右

之

外

諸

人

若
第
十
二
月
三
十
一
日
迄
二
手
形
持
参
不
致
者
ハ
過
料
可
差
出
事

神

奈

川

知

縣

事

之

命

二

依

り

居

留

地

取

締

長

官

イ
ー
エ
ス
ベ
ン
ソ
ン
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第
三
拾
五
號
、
神
奈
川
縣
へ
布
畦
國
商
船
入
津
ノ
由
取
扱
方
取
調
報
知
ス
ヘ
キ
旨
ノ
往
翰

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
九
百
廿
號
」
「
閏
十
月
廿
七
日
達
」

（
欄
外
印
）
「
爲
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

碁

持

碁

讐

汁

骨

持

碁

特

汁

特

番

号

特

餐

芳

井

番

外

饗

苦

饗

升

芳

升

器

升

丹

器

暑

卿

印

議

判

印

辨

理

印

（

本

文

）

（

ゴ

シ

ッ

ク

は

修

正

部

分

）

神

奈

川

縣

御

中

外

務

省

支
那
人
戸
籍
入
免
状
料
取
立
方
之
儀
二
付
別
紙
布
告
書
爲
添
云
々
御
來
示
之
趣
致
承
知
候

右
布
告
書
之
内
摺
物
之
分
神
奈
川
縣
工
部
局
と
有
之
候
は
居
留
地
掛
り
ハ
土
木
之
事
二
拘

る
を
以
て
工
部
局
と
鐸
せ
し
も
の
二
可
有
之
哉
乍
然
工
部
局
二
て
在
留
之
支
那
人
を
管
轄

致
し
候
は
既
二
不
穏
名
義
二
有
之
候
虚
今
般
工
部
省
被
置
候
上
は
工
部
局
之
名
義
猶
更
不

都
合
と
存
し
右
等
御
体
裁
一
一
係
る
事
ハ
以
來
御
心
付
可
被
下
候
依
之
回
答
秀
此
段
申
入
候

也

庚

午

閏

十

月

第
三
拾
四
號
、
神
奈
川
縣
へ
前
件
同
答
ノ
往
翰

名

牌

費

開

列

干

左

毎

名

鷹

洋

八

員

買

辨

・

商

人

毎

名

全

四

員

家

僕

・

工

人

毎

名

全

試

員

夫

子

・

無

傭

主

者

今
定
一
年
分
雨
次
領
牌

故
以
上
之
牌
費
乃
是
半
年
之
銀
也

不
寛
容
各
須
禮
會
此
意

明

治

三

午

年

閏

十

月

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

明
治
三
年
閏
十
月
廿
七
日

第
三
拾
六
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
前
件
同
答
ノ
來
翰

明

治

三

年

十

二

月

八

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
千
百
廿
三
號
」
「
十
二
月
八
日
」

（
欄
外
印
）
「
爲
濟
」

（
付
菱
）
「
米
公
使
方
書
翰
二
而
も
さ
し
越
有
之
哉
又
は
其
時
之
對
話
書
等
取
寄
せ
之
上

二

而

各

港

へ

爲

心

得

相

達

置

へ

き

事

」

番
衿
特
番
特
特
筈
特
梼
特
器
器
器
番
号
特
弄
番
号
芳
特
饗
器
暑
秀
番
号
特
発
番
蕎

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

（
本
文
）

外

務

省

御

中

神

奈

川

縣

先
達
而
差
遣
候
船
數
調
二
有
之
布
畦
國
商
船
之
儀
御
間
合
之
趣
承
知
い
た
し
候
右
は
去
々

辰
年
中
米
國
公
使
方
自
國
船
同
様
取
扱
呉
候
様
申
出
寺
嶋
公
御
引
合
相
成
其
自
來
米
國
船

直
取
扱
居
候
且
當
爾
半
年
分
船
數
調
布
畦
船
三
艘
之
内
壹
艘
は
上
野
大
蔵
大
丞
同
地
二
而

相
雇
御
國
賊
民
乘
遣
越
候
壹
艘
は
鯨
漁
船
壹
艘
は
商
船
二
有
之
出
入
港
手
數
等
考
候
而
米

國
條
約
面
を
爲
守
候
儀
二
有
之
候
此
段
御
答
如
斯
候
也

明

治

三

年

閏

十

二

月

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
千
八
十
七
號
」
「
十
二
月
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

番

芳

井

汁

暑

饗

外

丹

普

特

骨

番

秀

廿

特

番

番

廿

外

番

骨

骨

特

番

骨

持

碁

芳

汁

丹

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

印

（

本

文

）

~

（

ゴ

シ

ッ

ク

は

書

き

込

み

）

神

奈

川

縣

御

中

外

務

省

當
午
上
半
ケ
年
分
船
數
調
之
内
布
畦
國
之
商
船
三
艘
入
津
い
た
し
居
右
は
條
約
未
濟
國
之

儀
二
有
之
渡
來
之
趣
意
竝
御
取
扱
方
共
巨
細
御
取
調
被
御
申
越
候
様
い
た
し
度
此
段
申
入

候
也

庚

午

十

二

月

日
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マ

マ

第
三
拾
八
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
前
件
ハ
去
ル
辰
十
二
月
中
大
浦
米
公
使
ヘ
ノ
對
話
記
同

送

ノ

來

翰

明

治

三

年

十

二

月

廿

五

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
千
載
百
五
十
號
」
「
十
二
月
廿
五
日
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

欠

力

（
付
菱
）
「
猶
當
番
判
（
事
）
へ
も
差
廻
可
申
候
」

番
骨
升
鉾
骨
幹
番
外
番
骨
幹
特
外
番
外
井
廿
井
善
持
碁
外
升
番
外
苦
労
番
号
外
弁

卿

印

輔

議

判

印

辨

理

印

（
本
文
）

布
畦
船
之
儀
米
國
商
船
之
振
合
を
以
取
扱
候
二
付
而
は
米
公
使
よ
り
之
書
翰
或
ハ
對
話
書

有
之
候
ハ
、
罵
取
御
廻
し
可
申
旨
再
應
御
掛
合
之
趣
致
承
知
候
右
は
去
ル
十
二
月
中
寺
嶋

公
米
公
使
と
之
御
對
話
二
而
取
極
り
候
儀
と
存
候
別
紙
二
通
之
留
記
有
之
而
巳
二
而
書
翰

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
千
弐
百
七
號
」
「
十
二
月
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
貿
易
訴
訟
府
藩
縣
掛
」

番

器

骨

升

番

号

砦

骨

餐

廿

善

養

芳

餐

番

外

美

番

苦

汁

番

外

芳

升

升

芳

井

普

升

芳

井

卿

印

大

輔

印

議

判

辨

理

（

本

文

）

（

ゴ

シ

ッ

ク

は

書

き

込

み

）

神

奈

川

縣

御

中

外

務

省

先
達
而
及
御
掛
合
候
布
畦
船
米
國
商
船
之
振
合
を
以
御
取
扱
相
成
候
趣
右
は
米
公
使
方
書

翰
二
而
も
差
越
居
哉
又
は
對
話
而
巳
之
儀
二
候
哉
書
翰
有
之
候
八
鑓
一
覧
い
た
し
度
候
共

不
差
越
居
候
ハ
、
其
節
之
對
話
書
御
罵
取
御
差
廻
し
有
之
度
此
段
及
御
掛
合
候
也

不
差
越
居
候
ハ
笛

第
三
拾
七
號
、
神
奈
川
縣
へ
前
件
取
扱
方
送
致
ス
ヘ
キ
旨
照
會
ノ
往
翰

明

治

三

年

十

二

月

日

欠

庚

午

十

二

月

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

庚
午
十
二
月
八
日

・
王
‐
－
１
一
・
二

一

一

二

一

二

一

一

王

十

十

十

十

十

十

十

十

十

＋

十

十

十

十

＋

②
〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

（
本
文
）

＊
（
欄
外
書
き
込
み
）
「
辰
三
月
廿
日
陶
蔵
殿
江
御
一
覧
入
」

入

港

手

數

銀

請

取

案

米

國

附

属

ハ

ワ

イ

國

ス

ウ

ア

ス

船
船

司

ヘ

ー

ガ

ル

拾

五

弗

米

國

公

使

申

立

之

趣

も

有

之

二

付

同

國

條

約

を

奉

す

へ

し

右
入
港
手
數
銀
取
立
も
の
也

辰

十

二

月

廿

日

神

奈

川

縣

運

上

所

印

附

属

○

別

紙

筆

記

戴

通

①
〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

（
本
文
）

「

當

番

判

事

」

ハ
ワ
イ
船
を
他
條
約
濟
諸
國
之
船
同
様
取
扱
呉
候
様
米
公
使
申
出
候
間
免
状
中
二
米
國
條

約
二
従
て
右
國
之
船
荷
陸
上
差
許
ス
と
記
し
可
申
旨
運
上
所
江
達
し
可
被
成
候
已
上

十

八

日

竝
對
話
書
共
無
之
候
此
段
及
御
答
候
也

庚

午

十

二

月

廿

五

日

外

務

省

神
奈
川
縣

－73－



明
治
六
年
二
月
九
日

一
英
國
公
使
舘
ｊ
之
書
翰

神
奈
川
縣
二
於
而
支
那
人
之
儀
二
付
致
布
令
候
一
件
會
議
之
節
起
論
見
合
候
様
御
内
談
之

趣
公
使
へ
申
聞
候
庭
右
は
全
同
縣
令
一
存
二
而
貴
政
府
御
同
意
二
無
之
今
般
初
而
相
聞
へ

評
議
最
中
之
趣
掛
者
方
同
僚
へ
申
聞
候
而
も
御
異
存
無
之
候
ハ
、
十
三
日
迄
見
合
候
様
成

第
四
拾
號
、
英
公
使
舘
書
記
官
ヨ
リ
支
那
人
へ
布
令
ノ
儀
二
就
キ
問
合
ノ
來
翰

明

治

六

年

二

月

九

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
雑
ノ
十
七
ノ
ー
條
約
未
濟
國
人
取
締
云
々
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
第
四
拾
號
」

卿

印

大

輔

印

議

判

印

辨

理

（
本
文
）

支
那
官
員
菖
冬
中
渡
米
い
た
し
候
用
向
公
私
之
讓
御
承
知
被
成
度
旨
御
來
示
之
趣
承
知
右

ハ
安
徽
之
道
臺
二
而
今
般
北
京
江
可
罷
越
用
向
有
之
候
得
共
厳
寒
之
時
節
故
春
暖
二
至
り

氷
解
を
待
出
京
之
積
右
待
合
中
當
港
見
物
可
被
申
罷
越
候
儀
二
而
着
之
儀
ハ
去
冬
西
洋
二

月
八
日
ヲ
レ
ゴ
ニ
ヤ
船
二
而
來
四
月
十
二
日
コ
ス
タ
リ
カ
船
二
而
歸
帆
い
た
し
居
儀
二
有

之
候
此
段
申
入
候
也

辛

未

正

月

十

一

日

神

奈

川

縣

外

務

省

御

中

第
三
拾
九
號
、
神
奈
川
鰹

但

往

翰

脱

ス

神
奈
川
縣

（
本
文
）

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
廿
八
號
」
「
正
月
十
一
日
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
各
港
掛
」

苦

汁

汁

外

汁

汁

饗

番

汁

丹

排

外

外

汁

外

轟

汁

汁

汁

外

降

汁

降

時

汁

持

時

降

叶

片

片

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

ヨ
リ
支
那
官
員
渡
來
右
ハ
氷
解
ヲ
待
出
京
ノ
積
回
答
ノ
來
翰

明
治
四
年
正
月
十
一
日

＋
＋
十
十
十
十
十
十
＋
十
十
十

十
十

十
＋

＋
十

十
一

附
属
○
別
紙
布
告
書

第
四
拾
壹
號
、
大
阪
府
知
参
事
へ
在
留
支
那
人
へ
布
告
方
二
就
キ
具
状
書

明

治

六

年

二

月

十

九

日

附

属

○

別

紙

布

告

書

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
大
阪
府
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
六
年
大
坂
來
」
中
央
罫
線
に
「
第
三
百
二
十
六
號
」

（
欄
外
印
）
「
辨
事
局
」
「
取
決
物
」

番
餐
号
外
升
骨
升
梼
普
番
外
持
碁
井
讐
骨
番
外
升
苦
苦
器
接
骨
番
外
普
妥
讐
饗
井

師
即

輔

辨

事

局

印

右

局

考

法

局

９
（
本
文
）

在
留
支
那
人
江
布
告
候
儀
二
付
伺

當
港
在
留
支
那
人
共
遊
歩
規
程
ヲ
犯
シ
且
密
商
ヲ
謀
候
節
罰
金
之
定
限
無
之
不
都
合
二
付

各
國
條
約
第
二
則
第
三
則
二
倣
上
別
紙
之
通
取
計
可
申
と
存
候
依
而
布
告
案
相
添
此
段
相

伺
候
間
至
急
御
指
圖
有
之
度
候
也

第

二

月

十

九

日

尚
以
成
尾
屋
之
儀
ハ
神
戸
へ
申
遣
候
間
同
人
方
返
事
次
第
先
日
之
書
翰
ハ
差
遣
候
様
可
仕

候 丈
取
計
可
申
候
依
之
御
異
存
之
有
無
早
々
御
申
越
有
之
度
候
敬
具

二

月

九

日

英

國

公

使

舘

外
務
卿
輔
御
中

宮
本
外
務
大
丞
貴
下

｝
十
十
十
十
十
十
十
十
一

大
坂
府
權
参
事

大
坂
府
参
事

大
坂
府
權
知
事

エ
ル
ネ
ス
ｂ
ト
サ
ト
ウ

木
内
綱

渡
辺
弘

渡
辺
昇

印印
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第
四
十
三
號
、
神
奈
川
縣
權
令
ョ
リ
條
約
未
濟
國
人
之
儀
二
付
各
國
領
事
方
達
方
伺
書

明

治

六

年

六

月

廿

日

渡

辺

大

坂

府

權

知

事

殿

副

島

外

務

卿

支
那
人
遊
歩
規
程
竝
密
商
之
儀
二
付
別
紙
布
告
案
添
伺
之
趣
領
承
然
る
虚
清
國
之
儀
は
假

條
約
も
有
之
遊
歩
規
程
外
を
犯
し
お
る
者
罰
金
可
取
立
ヶ
條
掲
載
無
之
と
雛
通
章
商
程
十

三
款
二
雨
國
何
れ
も
仕
來
り
之
規
則
二
依
而
取
計
へ
し
と
有
之
上
は
各
國
條
約
最
後
之
独

乙
條
約
二
基
く
罰
金
取
立
候
而
も
不
苦
候
得
共
大
禮
十
三
款
二
照
準
し
可
被
取
計
候
密
商

之
儀
も
同
商
程
二
十
七
款
二
有
之
候
間
是
固
ヶ
條
二
照
シ
所
置
可
爲
致
候
は
何
れ
も
通
商

商
程
二
掲
載
有
之
ケ
條
二
付
此
廉
中
布
告
致
し
候
は
却
而
不
都
合
二
付
此
布
告
は
替
時
可

致
見
合
候
此
段
同
答
申
入
候
也

明

治

六

年

二

月

第
四
拾
試
號
、
大
阪
府
知
事
へ
支
那
人
遊
歩
規
則
竝
密
商
ノ
儀
同
答
ノ
往
翰

明

治

六

年

三

月

四

日

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
三
月
四
日
達
濟
」
「
六
年
大
坂
性
」

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
三
月
四
日
達
濟
」
「
六
年
大
輻

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
大
阪
府
」
罫
紙

（
本
文
）

支
那
人
は
我
日
本
ト
各
國
ト
之
條
約
二
記
載
（
本
文
「
裁
」
）
セ
シ
遊
歩
規
定
ヲ
犯
シ
他

行
之
者
ハ
其
犯
セ
ル
毎
二
百
弗
之
罰
金
ヲ
可
取
立
亦
密
商
等
相
巧
ミ
候
者
ハ
其
品
取
上
ヶ

犯
セ
ル
毎
二
千
弗
之
罰
金
ヲ
可
取
立
候
二
付
此
旨
可
相
心
得
も
の
也

月

日

大

坂

府

權

知

事

渡

辺

昇

秀

器

餐

普

番

餐

讐

普

特

警

器

持

碁

芥

特

番

警

骨

特

弄

梼

器

器

芳

播

苦

器

芳

井

碁

芳

卿

花

押

輔

印

辨

事

局

印

（
本
文
）

附

属

○

神

奈

川

縣

權

令

ヨ

リ

各

國

領

事

へ

之

書

簡

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

左

局

右

局

考

法

局

印

第
四
十
四
號
、
神
奈
川
縣
權
令
へ
前
件
之
儀
二
付
云
々
回
答
往
簡

十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
十
＋
十
十
十
十
十
十
＋
一

二

一
二

十

十

十

十

十

十

附
属
○
神
奈
川
縣
權
令
ョ
リ
各
國
領
事
へ
之
書
簡

〈
罫
紙
〉
片
面
八
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
嶌
濟
」

（
本
文
）

以
書
翰
致
啓
達
候
然
は
我
國
ト
條
約
未
濟
國
人
當
港
へ
在
留
致
候
節
は
我
國
江
入
籍
可
致

儀
勿
論
二
有
之
且
又
在
留
貴
國
人
民
二
於
而
も
總
而
他
國
人
ヲ
差
置
候
節
は
必
何
し
之
戸

籍
ナ
ル
ヤ
ヲ
取
調
可
申
御
座
候
得
共
往
々
未
濟
國
人
民
二
而
未
タ
當
縣
へ
入
籍
セ
ザ
ル
者

も
有
之
哉
二
相
聞
候
間
以
後
貴
國
人
方
へ
召
仕
或
は
住
居
爲
致
候
者
は
必
其
名
籍
ヲ
相
糺

候
様
致
度
若
シ
無
籍
之
者
ヲ
差
置
後
日
其
者
二
對
し
願
意
有
之
當
縣
へ
申
立
候
共
一
切
取

上
不
申
候
間
右
之
趣
兼
而
在
留
貴
國
人
民
へ
御
布
達
有
之
度
此
段
申
進
候
以
上

明

治

六

年

六

月

日

神

奈

川

縣

權

令

大

江

卓

各

國

領

事

各

貴

下

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
六
月
廿
日
」
中
央
罫
線
に
「
千
四
百
十
九
號
」

（
欄
外
印
）
「
爲
濟
」
「
辨
事
局
」

芳

井

碁

特

番

秀

讐

器

芳

井

番

号

餐

併

升

斧

苦

升

苦

井

養

苦

餐

碁

升

升

芳

外

養

讐

井

輔

花

押

右

局

印

考

法

局

（
本
文
）

條
約
未
濟
國
人
之
儀
二
付
各
國
領
事
へ
達
方
伺
書

條
約
未
濟
國
人
當
港
江
在
留
之
上
ハ
必
當
縣
江
入
籍
可
致
之
虚
其
儀
無
之
且
又
在
留
各
國

人
二
於
而
も
右
等
無
籍
之
者
ヲ
差
置
其
者
二
付
願
向
等
有
之
候
節
は
未
濟
國
人
之
讓
ヲ
以

當
縣
へ
虚
置
方
願
出
候
輩
も
有
之
甚
不
都
合
二
付
今
般
別
紙
之
通
各
國
領
事
へ
相
達
候
様

仕
度
此
段
相
伺
申
候
以
上

明

治

六

年

六

月

廿

日

神

奈

川

縣

權

令

大

江

卓

印

外

務

少

輔

上

野

景

範

殿
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明

治

六

年

七

月

廿

七

日

○

各

國

領

事

へ

ノ

同

章

案

○

全

布

告

案

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
七
月
廿
七
日
六
年
」
「
神
奈
川
性
」
「
第
一
千
三
百
八
十
五
號
」
「
考

法

局

第

十

一

號

」

「

七

月

廿

七

日

達

了

」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

美

骨

骨

番

筈

骨

饗

骨

番

外

升

外

苦

外

骨

幹

芳

井

特

器

弁

養

梼

特

餐

碁

芳

井

器

讐

筈

輔

印

辨

事

局

印

考

法

局

印

（

本

文

）

（

ゴ

シ

ッ

ク

は

書

き

込

み

）

條
約
未
濟
國
人
其
港
方
在
留
の
上
ハ
必
す
其
縣
か
入
籍
致
す
へ
く
云
々
各
國
領
事
江
達
案

相
添
御
申
越
入
候
虚
右
達
案
二
て
ハ
實
際
二
於
て
不
都
合
二
可
有
之
存
候
依
て
別
紙
の
通

二
相
改
め
可
然
と
存
候
問
責
地
参
考
之
上
尚
異
見
可
申
出
候
此
段
申
入
候
也

明

治

六

年

七

月

外

務

少

輔

明
治
六
年
七
月

十
十
十
十
十
十
十
十
＋
＋
＋
＋
十
十
十
＋
十
十
一
・
圭
十
十
十
十
十
十
十
十
十

附
属
○
各
國
領
事
ヘ
ノ
回
章
案

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
別
紙
」

（
本
文
）

各

國

岡

士

江

の

同

章

案

以
手
紙
啓
達
致
し
候
然
ハ
條
約
未
濟
國
人
民
當
港
江
在
留
の
上
ハ
必
す
當
縣
江
入
籍
致
す

へ
く
筈
の
虚
其
儀
無
之
甚
々
不
都
合
の
儀
二
付
今
般
別
紙
之
通
布
告
致
し
候
間
貴
國
人
民

中
條
約
未
濟
國
人
民
を
御
傭
居
り
候
者
江
御
布
告
被
下
度
候
敬
具

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

附
属
○
全
布
告
案

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
外
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
別
紙
」

二
＃
工
‐
圭
‐
面
一
■
二
日
一
■
十
十
十
一
一

一

神
奈
川
縣
權
令
大
江
卓
殿

車

十

十

十

十

十

一

第
四
十
五
號
、
神
奈
川
縣
ヨ
リ
前
件
回
答
ノ
來
簡

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
神
奈
川
縣
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
十
月
二
日
」
中
央
罫
線
に
「
十
月
三
十
二
號
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」
「
辨
事
局
」
「
要
領
記
載
」

骨

特

番

骨

骨

番

骨

骨

骨

餐

什

骨

升

餐

骨

骨

番

骨

汁

番

外

骨

升

番

普

餐

苦

芳

苦

美

碁

卿

輔

花

押

辨

事

局

左

右

局

考

法

局

（
本
文
）

條
約
未
濟
國
人
當
港
江
在
留
之
上
は
必
當
縣
江
入
籍
可
致
云
々
各
國
領
事
江
達
案
相
伺
候

虚
右
達
案
二
而
は
實
際
二
於
而
不
都
合
二
有
之
依
而
別
紙
之
通
二
而
可
然
哉
之
旨
云
々
御

申
越
之
趣
承
知
致
し
候
則
御
申
越
之
通
二
而
差
支
無
之
候
間
其
通
取
計
可
申
候
此
段
御
報

妾
申
上
候
以
上

明

治

六

年

十

月

二

日

神

奈

川

縣

權

令

大

江

卓

印

外

務

少

輔

上

野

景

範

殿

（
本
文
）

布

告

案

條
約
未
濟
國
人
民
當
港
二
在
留
す
る
者
は
久
暫
を
論
せ
す
必
す
當
縣
磨
江
申
立
入
籍
手
數

致
し
籍
牌
申
請
置
へ
き
筈
二
有
之
候
虚
未
た
當
縣
江
入
籍
せ
ざ
る
も
の
も
往
々
有
之
哉
二

相
聞
甚
々
不
都
合
の
儀
二
付
當
今
在
留
條
約
未
濟
國
人
民
中
若
し
當
縣
江
未
た
入
籍
致

さ
軽
る
者
有
之
候
ハ
、
來
る
何
月
何
日
よ
り
何
月
何
日
迄
の
間
當
縣
江
申
立
入
籍
手
數
致

マ

マ

し
籍
牌
申
請
な
し
自
今
此
手
數
を
怠
り
當
縣
の
籍
牌
申
請
さ
る
者
有
之
露
顯
一
一
及
ふ
時

は
左
の
通
り
の
罰
金
（
罰
金
の
横
に
「
過
料
」
並
記
）
取
立
へ
し

洋

銀

十

六

弗

買

辨

・

商

人

″

八

弗

家

僕

・

工

人

″

四

弗

無

傭

之

者

右
は
籍
牌
税
銀
半
年
分
の
二
倍
の
銀
也

月

日

神

奈

川

縣

權

令

大

江

卓

手

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

士
日
唾
■

一
‘
工
‐
工
’

一
‐
王
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司

法

大

少

丞

御

中

柳

原

外

務

大

丞

本
邦
從
前
民
法
確
立
せ
さ
る
前
十
五
或
ハ
十
七
を
以
元
服
之
期
と
し
成
年
と
見
爲
候
ハ
通

常
之
慣
習
二
有
之
然
二
在
留
清
國
人
取
締
向
二
付
右
幼
長
歳
期
判
明
不
致
候
て
ハ
御
差
支

之
廉
有
之
候
條
當
今
人
民
取
扱
上
二
付
右
等
ハ
如
何
之
振
合
二
有
之
候
や
尚
將
來
之
御
見

込
と
も
併
而
至
急
承
知
い
た
し
度
此
殿
御
間
合
お
よ
ひ
候
折
返
し
御
報
有
之
度
候
也

二

月

十

二

日

附
属
・
・
柳
原
外
務
大
丞
宛
の
司
法
大
少

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
司
法
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
「
右
局
照
會
」
中
市中
央

整
理
番
号
外
、
法
律

會

ノ

件

法
律

〈
罫
紙
〉
片
面
十
行
「
内
務
省
」
罫
紙

（
欄
外
書
き
込
み
）
中
央
罫
線
に
「
三
月
七
日
第
六
十
五
號
」

（
欄
外
印
）
「
罵
濟
」

（
本
文
）

條
約
未
濟
國
人
取
締
規
則
之
内
支
那
人
之
儀
各
港
江
毎
年
居
留
免
状
相
渡
手
數
料
取
立
來

候
趣
之
虚
先
般
御
締
約
之
振
二
而
相
変
候
儀
は
無
之
候
哉
右
條
約
書
は
今
御
摺
刷
中
之
由

二
而
未
タ
條
約
之
趣
承
知
不
仕
価
而
及
御
尋
候
條
乍
御
手
數
否
至
急
御
應
相
願
申
候
也

三

月

七

日

内

務

省

録

中

外

務

省

録

御

中

（

本

文

）

（

ゴ

シ

ッ

ク

は

書

き

込

み

）

〈
罫
紙
〉
片
面
十
缶

（
欄
外
書
き
込
み
）

特

番

持

碁

番

号

￥

右

局

花

押

片
面
十
行

十
十
十
十
十
十
＋
＋
＋
＋
十
十
＋
＋
＋
＋
＋
＋
十
十
＋
十
十
十
十
十
十
十
十
十
一

柳
原
外
務
大
丞
宛
の
司
法
大
少
丞
同
答

「
外
務
省
」
罫
紙

上
成
年
未
丁
年
ノ
歳
期
ニ
付
柳
原
外
務
大
丞
ヨ
リ
司
法
大
少
丞
へ
照

附
属
・
・
柳
原
外
務
大
丞
宛
の
司
法
大
少
丞
同
答

「
七
年
二
月
十
二
日
達
」

▲
▽
▲
で
且
寸
▲
９
▲
で
▲
Ｔ
ｂ
９
４
で
△
で
。
？
△
で
△
で
。
？

罫
線
に
「
二
月
十
三
日
第
四
十
三
号
」

明
治
七
年
二
月

（
本
文
）

長
幼
歳
期
御
問
合
之
趣
承
知
致
シ
候
右
ハ
現
今
法
律
上
二
於
テ
滿
十
五
年
迄
ヲ
幼
者
ト
爲

シ
其
以
上
ヲ
成
年
ト
相
定
メ
有
之
候
此
段
及
御
廻
答
候
也

明

治

七

年

二

月

十

二

日

司

法

大

少

丞

柳

原

外

務

大

丞

殿
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